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○日時 平成27年12月10日 午前10時05分開会 

○場所 委員会室 

○議件 

１． 議案第１号 平成27年度網走市一般会計補 

          正予算中、所管分 

２． 議案第２号 平成27年度網走市市有財産整 

         備特別会計補正予算 

３． 議案第３号 平成27年度網走市国民健康保 

         険特別会計補正予算 

４． 議案第４号 平成27年度網走市公共下水道 

         特別会計補正予算 

５． 議案第５号 平成27年度網走市介護保険特 

         別会計補正予算 

６． 議案第６号 平成27年度網走市後期高齢者 

         医療特別会計補正予算中、所 

          管分 

７． 議案第７号 網走市行政手続きにおける特 

          定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例

制定について 

８． 議案第８号 議会の議員その他非常勤職員 

         の公務災害補償等に関する条 

         例の一部を改正する条例制定 

         について 

９． 議案第９号 網走市税条例の一部を改正す 

         る条例制定について 

10． 議案第10号 網走市都市計画税条例の一部 

         と改正する条例制定について 

11． 議案第12号 網走市営牧野条例の一部を改 

         正する条例制定について 

12． 議案第13号 市道の路線認定及び廃止につ 

         いて 

13． 請願第７号 安保関連法（戦争法）の強行 

         採決に厳しく抗議し、廃止を 

         求める意見書の提出を求める 

         請願 

14． 陳情第４号 安保関連法案の廃案を求める 

         意見書提出の陳情 

15． 陳情第９号 ＴＰＰ大筋合意の撤回を求め 

         る意見書提出に係る陳情 

16． 陳情第10号 沖縄の米軍普天間飛行場代替 

施設の早期実現、沖縄米軍基 

地の整理縮小及び負担軽減を 

求める意見書の採択を求める 

陳情 

17． その他 

   (１)2016 あばしりの冬季イベントについて 

   (２)その他 

─────────────────────── 

○出席委員（８名） 

 委 員 長    渡 部 眞 美 

 副 委 員 長    井 戸 達 也 

 委 員    川原田 英 世 

            工 藤 英 治 

            佐々木 玲 子 

            田 島 央 一 

            立 崎 聡 一 

            松 浦 敏 司 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○委員外議員（１名）   

 議 長    山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○傍聴議員（５名）   

            小田部   照 

            金 兵 智 則 

            永 本 浩 子 

            平 賀 貴 幸 

古 都 宣 裕 

─────────────────────── 

○説明者 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 経 済 部 長    今 野 哲 男 

 観 光 部 長    田 口   桂 

 水産港湾部長    河 野 宣 昭 

 建 設 部 長    石 川 裕 将 

 企画調整課長    高 井 秀 利 

 総 務 課 長    大 島 昌 之 
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 職 員 課 長    小 松 広 典 

 財 政 課 長    秋 葉 孝 博 

 税 務 課 長    児 玉 卓 巳 

 商工労働課長    田 口   徹 

 農 政 課 長    川 合 正 人 

 観 光 課 長    伊 倉 直 樹 

 観 光 部 参 事    二 宮 直 輝 

 水産漁港課長    脇 本 美 三 

 港 湾 課 長    清 杉 利 明 

 建 築 課 長    小 原   功 

 土木管理課長    高 橋   勉 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    鈴 木 直 人 

次     長    永 倉 一 之 

主     査    小 林 久 一 

総務議事係長    岩 尾 弘 敏 

 

午前10時05分開会 

○渡部眞美委員長 おはようございます。 

 ただいまより総務経済委員会を開催いたします。 

 本日の委員会は議案12件、請願１件、陳情３件の

合計16件について審査をいたします。 

 なお、議案第１号でございますが、まず企画調整

課所管分から建築課所管分まで順次説明を受けて、

その都度皆さんに質疑を受けたいと思っておりま

す。 

 そこまでの議案について審査をしていきます。 

 その後、理事者を入れ替えて残った所管事項につ

いて審査をいたしますので御承知おき願いたいと思

います。 

 それでは議案第１号平成27年度網走市一般会計補

正予算中当委員会所管分についての総務費、まちづ

くり推進事業「おいしいまち網走」ＰＲ事業につい

てと首都圏あばしりＰＲ事業について、ふるさと寄

附基金積立金の３件について一括して説明を求めま

す。 

○高井秀利企画調整課長 平成27年度一般会計企画

振興費及び財政調整基金費補正予算、「おいしいま

ち網走」ＰＲ事業及びふるさと寄附基金積立金につ

いて御説明申し上げます。 

 議案資料５ページをごらん願います。 

 補正の理由並びに内容についてでありますが、平

成27年７月１日より市外在住者からのふるさと寄附

に対し、シティーセールスの一環として、市の魅力

を伝える特産品を贈呈する取り組みを開始したとこ

ろ、当初予算を大幅に超える寄附金を受領し、第３

回定例会にて、定期の追加補正をいたしましたが、

今後も補正額の予算額を超える寄附金を受領する見

込みでありますことから、さらに経費の追加補正を

お願いするものです。 

 追加補正する内容といたしましては、事業に係る

業務手数料として6,480万円、ふるさと寄附基金積

立金として5,520万円、合計１億2,000万円を計上す

るものです。補正額の①歳出予算は記載のとおりで

す。財源内訳は全額寄附金１億2,000万円となって

おります。②歳入予算の科目及び補正額につきまし

ては記載のとおりであります。 

 続きまして、平成27年度一般会計企画振興費補正

予算、首都圏あばしりＰＲ事業について御説明申し

上げます。 

 議案資料６ページをごらん願います。 

 補正の理由並びに内容についてでありますが、国

の緊急経済対策に伴い創設されました地域住民生活

等緊急支援のための交付金の上乗せ交付分を活用い

たしまして、首都圏において網走のシティーセール

スを行うため経費の追加補正をするものです。 

 具体的には、総合戦略に盛り込みましたおいしい

まち網走のＰＲといった施策を推進するため、網走

市と連携協定を結んでいる東京農大、日体大の沿線

であります、東急田園都市線及び東横線の社内媒体

を１月上旬から下旬までの約１カ月間、それぞれ１

編成ごと貸し切り、首都圏でシティーセールスを実

施するための広告作成料及び掲載料を追加補正する

ものです。補正額の①歳出予算は記載のとおりであ

ります。財源内訳は国庫補助金670万円、一般財源

170万円となっております。②歳入予算の科目及び

補正額につきましては記載のとおりであります。 

 以上で説明を終わります。 

○渡部眞美委員長 質疑ございますか。 

○川原田英世委員 まず、「おいしいまち網走」Ｐ

Ｒ事業についてお伺いしたいと思いますが、追加に

次ぐ追加。かなり好調だということでうれしいかぎ

りですが、締め切りというのはいつになるのかなと

思いまして、お伺いしたいと思います。 

○高井秀利企画調整課長 平成27年分の締め切りと

いうことでしょうか。 

 平成27年分の締め切りにつきましては12月末まで

受付しますので、その12月末までの受付分を平成28

年度の住民税等から控除していただく作業を行いま
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す。寄附の受付自体は特に限度を設けておりません

ので、平成28年３月まで受付はいたします。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 中身についてですけれども、50％が寄附金、50％

は還元するというか、差額がこれまでも通してそう

ですが、今回だと960万円。これはそのままそっく

り事務にかかる手数料ということで把握してよろし

かったでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 いただいた寄附の半分プ

ラス消費税が委託会社に支払うお金でありまして、

そこからいろいろな寄附をいただいた方に発送する

ような経費等を差し引かせていただいたものを寄附

基金として積み立てるということになっておりま

す。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 あともう１点、ポイント制になっているかと思う

のですが、端数が出てポイントが中途半端に余って

しまった場合はどのようにされるのかお伺いしたい

のですが。 

○高井秀利企画調整課長 ただいまポイントが500

ポイントとかという端数がつくポイントの商品もあ

るのですが、ポイントの有効期限が今２年間になっ

ておりますので、選べない方につきましては、さら

に翌年等の寄附で上乗せいただいて違うものを選ぶ

とか、あとは委託している会社のほうに少額なポイ

ントの商品を提供できないかというお願いをしてお

りまして、市内業者のほうにも委託業者からあたっ

ていただいている状況であります。なかなか小さい

金額というのが出てこない状況ではあります。 

○川原田英世委員 確かに500ポイントとかという

端数になってきてしまうと送料だけで終わってしま

うというところもあって、なかなか難しいのではな

いかと思います。そうなったときに、２年後の期日

を越えてしまったポイントに関してはどうされるの

かお伺いします。 

○高井秀利企画調整課長 委託会社との契約内容に

よりますけれども、今のところ一応期限が迫るころ

には各寄附者の方にきちんと通知をして、ポイント

が無駄にならないようにというお願いはしておりま

すけれども、最終的に使われなかったポイントにつ

きましては、そのまま委託会社のほうに入ってしま

うという状況になります。 

○川原田英世委員 そのまま委託会社のほうに入る

ということで、どのくらいのものになるのかという

想像はつかないのですが、商品もそれなりに切りの

いいところできれいに消費されるように整えられ

て、またこれから細かい商品ももし出せるなら問題

もないと思うのですけれども、巨額と言ったらいい

のか、かなりの金額が余ってしまうような場合が見

込まれた場合には、何かしら対応が必要なのかなと

考えるのですが、その辺どうお考えなのかなと思う

のですけれども。 

○高井秀利企画調整課長 今、低額で提供できる絵

はがき等を作成できないかというのもお願いはして

いるのですけれども、基本的にはポイントとして寄

附をいただいた方にお渡ししているので、使うこと

に関しては寄附者の裁量に任されているというふう

に判断しております。 

 ただ、まるっきり委託会社のほうに入るというの

は、確かに寄附者の方の不利益を被むることになっ

てしまいますので、そこはきちんとポイントを使っ

ていただけるように促すということを委託業者のほ

うにもお願いしたいと思っております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 ２年間あってポイントを持っていても、１回使っ

て残っていても忘れてしまいましたということがあ

ると思うのです。そしてそのまま期日越えてしまっ

て、どうなったのかなというのはあると思うので、

メール等ででも経費かからない範囲で構いませんが

「あなたの残っているポイントはこれだけあります

よ、使ってください」だとか「そのポイントの中で

こういったものと交換できるように新しくなってい

ますよ」だとかそういった取り組みをしていただい

て、利用されている方にもしっかりと、ポイントは

まちに還元されていくものですから、まちの企業に

還元されていくものですから、しっかりと使い切っ

ていただくというか、有効活用していただけるよう

に促していただきたいなと思います。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

○松浦敏司委員 全国的にもこういったふるさと寄

附というのは盛んに行われていて、どこでも成功し

ているわけではないと思うのですけれど、しかし相

当の自治体でこのふるさと寄附金というのが好調だ

というふうにも報道もされているところです。 

 １つには、網走もそうなのでしょうけれども、あ

えて伺うのですけれども、ふるさと寄附基金によっ

てどのような商品があって、特に網走であれば水産

加工品などが多いと思うのですが、その辺での特徴

的なことがあれば伺いたいと思います。 

○高井秀利企画調整課長 12月９日の時点ですけれ
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ども、今網走市内で提供いただいている事業者の方

が18事業者、商品としては68商品を用意しておりま

す。 

 今のところポイントを使っていただく傾向といた

しましては、68％が水産加工品ということになって

おりまして、その中でもいま１番人気があるのが新

巻鮭の姿の切り身ということになっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 相当人気が高いということで、こういう不景気の

状況の中で水産加工業者の方でも大変喜んでいると

いう点では、非常にいい取り組みだというふうに思

います。９月にも補正して今回もということで、そ

ういう意味では予想をはるかに上回るという点で

は、いわばヒットしたのだろうなというふうにも思

いますので、今後とも取り組んでほしいということ

で終わります。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

○田島央一委員 首都圏あばしりＰＲ事業について

お伺いしたいと思います。 

 東横線の選定理由を先ほど少し触れていました

が、もう一度、確認ですがお話していただければと

思います。 

○高井秀利企画調整課長 選定した理由であります

けれども、網走と連携協定を提携しております東京

農業大学の世田谷キャンパスがあるということと、

日本体育大学のキャンパスがあるということで、そ

の沿線ということで選ばさせていただきました。 

 そこの当然、学校関係者の方も見られることがあ

ると思いますけれども、車内広告の中にその学校の

広告もできれば載せたいなというふうに考えており

ますので、そういう意味もあってこの線を選ばせて

いただきました。 

○田島央一委員 理由は承知したのですが、首都圏

に住んでいると、東京農大というと小田急線のほう

が利用頻度が高いというふうな認識ですが、小田急

線だと東京農大だと世田谷キャンパスと、厚木のほ

うに厚木のキャンパスも東京農大にはありまして、

小田急線だとその両方をカバーできるかなというふ

うな認識ではいたのですけれど、日体大のほうは東

横線の桜新町の駅だと思うのですけれど、間を取っ

てということなのかなと思ったのですが、東京農大

のほうが薄くならないかなというふうに、私は認識

したのですけれど。 

○高井秀利企画調整課長 全てカバーできればいい

のですけれども、走っている電車がどこを走るかと

いうのもありまして、田園都市線であれば、相互乗

り入れで東京メトロ等も走っておりますので、その

波及効果が大きいかなというふうに判断してこちら

の線を選ばせていただいたという状況になります。 

○田島央一委員 波及効果ということを考えると、

小田急線も神奈川県のほうから入ってきているので

波及効果はそちらでもあるのかなというふうに認識

していました。 

○岩永雅浩企画総務部長 田島委員おっしゃるよう

に、どこの電鉄会社を選択するかというのはあると

いうふうに思うのですけれども、小田急線でいくと

日体大のほうがなかなかというところがありますの

で、そういう面でいくと東急電鉄の沿線では用賀駅

が東京農大の最寄りの駅の１つということもありま

した。それから日体大につきましては、今、特別支

援学校の改正準備をしていますけれども、認可申請

が来年の４月以降ということで、それまでは積極的

なＰＲができないという事情があり、なかなか生徒

募集に支障があるのではないかという配慮もあって

日体大のほうの支援というのも少し配慮したという

点についてもあるかなというふうに思います。 

○田島央一委員 沿線の選定の理由は承知しました

が、的を絞ったということであれば説明のときに日

体大なのだと、そこを強調したほうがいいのかなと

思いました。 

 広告の出し方ですけれど、手法をもう少し説明し

ていただければと思います。 

○高井秀利企画調整課長 今、想定をしております

のが電車内の中ずり広告、窓上のポスター、それと

ドアの横にあるポスター、ドアの上等にあるビジョ

ンで、動画が流せるビジョン、その全てを貸し切ろ

うというふうに考えております。 

○田島央一委員 これは走っている車両の中で一車

両だけそうなっているのか、それとも車両全体がそ

ういうＰＲをしている車両がずっと走っている状態

なのかお伺いしたいと思います。 

○高井秀利企画調整課長 田島委員おっしゃるとお

り、一編成を全てということでありますので、田園

都市線でいきますと電車が10輌で一編成になるので

すけれども、10輌全てにうちの広告を載せるという

ことと、東横線でいけば一編成８輌、８輌全てに広

告を載せるということを想定しております。 

○田島央一委員 ラッピングだとか、そういったこ

とには特段支出はしないということでよろしいでし

ょうか。 
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○高井秀利企画調整課長 田島委員おっしゃるとお

り、ラッピングについて今回はそこまでの経費が捻

出できなかったので車内のみということにさせてい

ただきたいと思っております。 

○田島央一委員 ちなみに動画というのをこの中の

広告で作成されると思うのですけれど、どういった

シティセールスなので、網走をセールスしていくの

で、どういったものをつくっていくのか、細かい話

どういう映像を流すのかという、細かい話はできな

いかもしれませんが、コンセプトみたいなものはあ

るのですか。 

○高井秀利企画調整課長 広告を始めるのが１月上

旬と期間が限られているので、既存の観光用のＰＲ

動画などを編集させていただいて動画を作成したい

というふうに考えております。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

次、海区漁業調整委員会委員補欠選挙費の補正に

ついて説明を求めます。 

○山本規与思選管事務局長 平成27年度一般会計、

海区漁業調整委員会委員補欠選挙費の補正予算につ

いて御説明申し上げます。 

 議案資料７ページをごらん願います。 

 海区漁業調整委員会委員補欠選挙費につきまして

は、本年８月27日執行の網走海区漁業調整委員会委

員補欠選挙が無投票となりましたことから、不要と

なりました選挙経費146万6,000円を減額し、補正後

の額を７万1,000円とするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○渡部眞美委員長 質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようですので、続きまして労働費のＵ・Ｉタ

ーン推進事業の補正について説明を求めます。 

○田口徹商工労働課長 平成27年度一般会計労働総

務費補正予算Ｕ・Ｉターン就職推進事業について説

明いたします。 

 議案資料１号の８ページをごらんください。 

 補正の理由及び内容ですが、国の緊急経済対策に

伴い創設されました、地域住民生活等緊急支援のた

めの交付金を活用し、Ｕ・Ｉターンを推進するため

市内企業のＵ・Ｉターン者向けの求人情報をインタ

ーネットで発信するため次の経費を追加補正しま

す。 

 経費等につきましては、求人情報の収集及びホー

ムページ作成の委託料で、金額は80万円を補正する

もので、委託先は網走商工会議所を予定しているも

のです。 

 具体的には商工会議所会員にＵ・Ｉターン者向け

の受け入れ等につきましてアンケート調査を実施し

まして、その結果、受け入れ希望がある企業等につ

いて会社情報等などをホームページで情報提供する

ものでございます。 

 補正額ですが、財源内訳は国庫補助金が60万円で

そのほかは一般財源となっております。 

 以上でございます。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○川原田英世委員 商工会議所に委託ということで

すが、ホームページの作成はわかるのですが、どこ

にアップされる予定なのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 ホームページは商工会議所

のホームページでアップしたものを市のホームペー

ジでリンクしまして、市の移住のページでそれを見

られるような形をとりたい。その移住のページはポ

ータルサイトのような形になるようなことを考えて

おります。 

○川原田英世委員 市の移住ページ。それ以外の活

用は考えていないのでしょうか。 

 例えば、国のＵ・Ｉターンのサイトがあります

が、そういったところにアップをお願いしていくと

いうような取り組みは考えていないのかお伺いしま

す。 

○田口徹商工労働課長 今のところ、ほかについて

は検討していない状況ですけれども、そのページは

ハローワークとも連携しまして、ハローワークのペ

ージとはリンクを張ることで協議しているところで

ございます。 

○川原田英世委員 やはり人目につかないとせっか

く作っても何の意味もないですし、求める側とマッ

チした情報を提供できるということでＵ・Ｉターン

を進めていただきたいなと思いますので、できるだ

け多くの関連したところにリンクが張られるという

ことが大切なのかと思いますし、Ｕ・Ｉターンとい

うことになれば雇用情報ですので、大学等のホーム

ページにも積極的にお願いしていくというのは１つ

の大きな手段になってくるのではないかなと考えて

います。地元の東京農業大学のキャンパスのホーム

ページもそうですし、東京の日体大、先ほど沿線と

いうこともありましたが、そういった関連性のある

大学のほうにもアプローチしていってはいかがかな

と思いますがどのようにお考えでしょうか。 
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○田口徹商工労働課長 いろいろ検討してみたいと

思います。 

○川原田英世委員 ぜひ御検討お願いしたいと思い

ます。 

 それともう１つ、商工会議所が求人情報を各企業

にも「ないですか」と求めていくような形になると

思うのですが、商工会議所に委託ですので、手法は

商工会議所になるとは思うのですけれども、一括し

て文書のような形でお送りするような形なのか、そ

れとも情報員が回って「どうですか。こういう雇用

ありませんか」と聞いていくのか、要は受け答えが

あって「こういった雇用はないですか」といくの

か、それともこちらから「ないですか」と郵送する

だけで一方的な情報提供をお願いするのか。どうも

一方的に郵送で来ても、なかなかＵ・Ｉターンで

「求人ありませんか」と返ってくることはほとんど

ないのではないかと。これまでの経過はどういうデ

ータになっているかわかりませんが、かなり厳しい

と思って見ていたのですけれども、その辺どういう

ふうにするのか、今見えている部分ありましたら教

えていただきたいなと思うのですが。 

○田口徹商工労働課長 今回のアンケート調査につ

きましては郵送を検討しているところでございま

す。 

 今、委員がおっしゃったとおり、確かに郵送では

返ってくる数も少ないことも想定されるのですけれ

ども、商工会議所のほうもやる気になっておりまし

て、やるからにはある程度の数を乗せたいというふ

うに考えておりまして、いろいろな部分で情報周知

していくと言っておりますので、そこは商工会議所

にお任せしていきたいなというふうに考えておりま

す。 

○川原田英世委員 ぜひとも商工会議所と協力して

多数の求人を内外に発信できるようにしていただき

たいと思います。よろしくおねがいします。 

○渡部眞美委員長 他に。 

○田島央一委員 私もこの件で確認したいのです

が、作成委託までですけれど、今後の更新のことと

いうのはホームページの更新もセットになっている

のでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 更新につきましては基本的

に年度が変わってくるので、ここでセットというこ

とではございませんが、基本的に件数にもよるので

すけれども、商工会議所が主体で更新していくこと

を検討しております。 

○田島央一委員 今回は、この事業委託するにあた

って特段この期間やってくださいなど、例えば２年

間の事業ですとか、そういう取り決めはないという

ことでしょうか。 

 渡してしまったらそのままということでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 市の事業ですから単年度事

業になりますので、この事業は来年の３月までに終

わらせたいというふうに考えておりますが、当然こ

の事業はこれから活用していくこととなりますし、

更新漏れというのが１番怖い部分でございますの

で、その辺は商工会議所と連携をとりながら進めて

まいりたいというふうに考えております。 

○田島央一委員 あともう１点確認ですが、Ｕ・Ｉ

ターンの移住者を対象ということなので、中途採用

というような位置づけだと思うのですけれど、そう

いう認識でいいでしょうか。 

 先ほど大学生に対して、大学に対してもアプロー

チということもあったのですけれど、大学生だとま

た就職の際のリクナビやマイナビなどの登録するポ

ータルサイトがあるので、そういったところに登録

していくほうが効果的だと思うので、それとは全く

別ものだという認識でいるのですけれど、それでい

いのかどうか確認をお願いします。 

○田口徹商工労働課長 基本的には技術者など技能

を持っている人を、地域の企業が求めるということ

を考えておりますので、新卒ではない人を対象とし

ております。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ次のほうに移ります。 

水産業総務費のうち活魚水槽整備事業補助金の補

正予算について説明を求めます。 

○脇本美三水産漁港課長 議案資料１号の９ページ

をごらんいただきたいと思います。 

 平成27年度一般会計補正予算、水産業総務費活魚

水槽整備事業補助金について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、網走漁業協同

組合が実施いたします多用途型の活魚水槽の整備事

業に対しまして、北海道の地域づくり総合交付金が

交付される見込みとなりましたことから、市を通じ

て補助しようとするものでございます。 

 補正額でございますが、歳出予算では補助金540

万円を追加するものでございます。歳入予算では、

北海道の地域づくり総合交付金540万円を追加する
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ものでございます。 

 以上でございます。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 活魚水槽ということですが、イメ

ージがよくわかないので、もう少し具体的に水槽と

いうのはどのようなものなのか伺いたいと思いま

す。 

○脇本美三水産漁港課長 具体的にどのような水槽

かということですが、規格ですけれども、幅が約３

メートル、それから長さがおよそ９メートル、深さ

が90センチ程度の水槽でございまして、金属製の枠

にシート状のものを入れて、プールといいますか、

そのような状態にして水槽にしております。 

 多用途型というのは、この１つの水槽を全体で３

基今回整備をしているわけですが、それぞれ仕切り

で水槽を区分けができて、複数の魚種を扱えるよう

なそういう水槽を整備したという内容になっており

ます。 

○松浦敏司委員 その辺はイメージがわきました

が、この活魚水槽を置くことによってその活魚がど

んな形に利用されていくのか。そこに置きっぱなし

なのか、中には車で活魚を運ぶということもあるの

ですが、その辺の活用方法がわからないです。 

○脇本美三水産漁港課長 水産物の流通のあり方と

いうのは様々あるかと思うのですが、基本的には活

漁のまま出荷をして、そのことによって販路なり、

ブランド化の推進につながるのかなという認識でい

ます。 

○松浦敏司委員 そうすると、この水槽は移動する

ものなのか、それとも固定したままで出荷する直前

までそこにあって、そして何らかの形で生きたまま

出荷されるようになるのか、その辺がちょっとわか

らないです。 

○脇本美三水産漁港課長 この水槽を活用する主要

な魚種で言いますと、タコですとかホッキが中心に

なるというふうに聞いていますけれども、買い受け

人の方が受け取りに来るまでの間、生きた状態でそ

の後買い受け人の方々がどのような形で出荷するの

かということはありますが、可能な限り生きた状態

で調理がされるまで、そういう状態でというのが大

きな目的だというふうに聞いています。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それによって一定の付加価値も上がったりするの

でしょうから、これについては了承いたしました。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

続きまして観光振興費、ひがし北海道空港連携海

外観光客誘致事業についてと、同じく観光振興費、

秋の旬まつりクーポン付宿泊商品造成事業につい

て、同じく観光振興費、宿泊バスツアー商品造成事

業、３件について一括して説明を求めます。 

○二宮直輝観光部参事 平成27年度網走市一般会計

観光振興費補正でございます。 

 議案資料10ページをごらんください。 

 初めに、ひがし北海道空港連携海外観光客誘致事

業について、国の緊急経済対策に伴い創設された地

域住民生活等緊急支援のための交付金を活用した事

業の歳入・歳出予算の補正について御説明をさせて

いただきます。 

 まず補正の理由及び内容でございますが、道東３

市、網走・釧路・帯広が連携をして、ひがし北海道

の空港、女満別・釧路・帯広を利用する海外観光

客、対象は台湾でございますが、の誘致を図るた

め、経費を追加補正するものでございます。 

 台湾につきましては、北海道で最もシェアの高

い、３割以上を占める、３人に１人の外国人観光客

が台湾人と、こういった環境でございます。そうい

ったターゲットで誘致を図るものでございます。 

 経費の内訳でございますが、海外プロモーション

にかかわる旅費が65万7,000円、連携して取り組む

海外プロモーションと海外旅行会社への招聘などの

連携事業にかかる代表団体、釧路市でございます

が、負担金が234万3,000円、合わせて300万円でご

ざいます。 

 以上のように、この事業につきましては空港を軸

にひがし北海道を網羅的に紹介するプロモーション

の通路を作成する。それから台湾の旅行会社に対す

る往訪した商談会、セールスコール等海外プロモー

ションを実施し、商品造成に向けたプロモーション

等によってアプローチした旅行会社を当該地へ招聘

をし誘致促進を図るものでございます。 

 補正額でございますが、歳出予算で300万円の追

加、歳入予算で国庫補助金、緊急支援交付金でござ

いますが、300万円の追加でございます。 

 次に、11ページをごらんください。 

 秋の旬まつりクーポン付宿泊商品造成事業でござ

います。 

 補正の理由・内容でございますが、閑散期、下期

10月から１月の宿泊誘客施策として、国の緊急経済

対策に伴う交付金を活用して実施している市内宿泊
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施設や飲食店で利用可能なクーポン券、１人3,000

円付の宿泊プランの造成を支援する事業について、

想定を上回る需要があることから、市単独事業とし

て引き続き実施することで販売促進を行い、宿泊客

拡大を図るため、経費を追加補正するものでござい

ます。 

 内訳は、クーポン付宿泊商品造成にかかわる助成

金でございますが、本事業は助成金の支払いも含め

観光協会に業務を委託しておりますことから、委託

料310万円でございます。 

 次に、補正額でございますが、歳出で310万円の

追加となります。 

 なお、本事業につきまして国の緊急経済補正予算

にあわせ、平成26年度補正予算で追加した1,700万

円を平成27年度に全額繰り越しで実施している事業

であり、これを合わせた全体事業費は2,010万円と

なります。 

 続きまして、12ページをごらんください。 

 宿泊バス商品造成事業でございます。 

 理由と内容でございますが、さきの事業と同様

に、閑散期宿泊誘客施策として交付金を活用し実施

している市内宿泊や有料観光施設の利用など、一定

の条件を満たしたバスツアーの造成を支援。一人当

たり3,000円でございますが、貸し切りバス代金の

高騰によるツアーの減少等の改善を図るための事業

について、こちらも想定を上回る需要があることか

ら、市単独事業として引き続き事業を実施し誘客拡

大を図るため、経費を追加補正するものでございま

す。内訳は、バスツアーの造成にかかわる助成金で

ございますが、さきの事業と同様、観光協会に業務

委託をしておりますことから委託料960万円でござ

います。 

 補正額は歳出で960万円の追加となります。 

 なお本事業につきましても、国の補正予算に合わ

せ平成26年度補正予算で追加した950万円を全額繰

り越して実施している事業で、これを合わせた全体

事業費は、1,910万円となります。 

 以上で説明を終わります。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○田島央一委員 ひがし北海道空港連携海外観光客

誘致事業のことで１点確認ですが、今回代表団体が

釧路市ということで、事務局は釧路市が担うのでこ

れだけ負担金を払うという認識でよろしいですか。 

○二宮直輝観光部参事 代表団体を釧路市というこ

とでございますが、総事業費でございますが、合わ

せて900万円、３市合わせて900万円でございますの

で、１市300万円ずつの負担ということでございま

す。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

○川原田英世委員 同じく、空港連携について質問

させていただきたいのですが、台湾に絞ってという

ことで、台湾が一番今北海道に目を向いているとい

うところですが、私は逆に台湾が一番観光客として

３割を越えて来ているのであれば、台湾に対しての

誘致ではなく、ほかの国に対してすべきだというふ

うに普通に考えてしまうのですけれども、そういう

状況のなかで、なぜ台湾を選んだのか、今の説明で

は理解できなかったものですからもう少し説明いた

だければと思います。 

○二宮直輝観光部参事 今回の誘客の対象マーケッ

トを台湾にしたことでございますけれども、こちら

の連携については、空港を軸とした誘致・誘客促進

事業でございます。 

 この３市の空港といいますと、釧路、それから帯

広、女満別空港ということでございますが、こちら

の空港に対して、まず台湾の航空会社の定期便が釧

路空港と帯広空港に入っていた実績がございます。

それからそれぞれの釧路圏、それから十勝圏、それ

からこのオホーツク圏いずれも台湾マーケットにつ

いて大きな比重を占めている。もちろんシェアとし

ては１番でございますが、そうした環境下にある

と。それから現在の新千歳空港を中心とする外国人

観光客の入り込み状況、これは御承知のとおりでご

ざいますが、西高東低と言われている道央、道南に

集中しております。これは、やはり新千歳空港を中

心とした航空便が入り込みの中心になっております

ので、そうした環境を今の台湾のお客様の動向、い

ずれにしても道央圏、道南園への周遊型がクローズ

アップされていると。この環境を一方ではチャータ

ー便もしくは定期便の就航実績と併せて、一番チャ

ンスがあるというところで３市のニーズが一致した

ということでございます。 

○川原田英世委員 はい、ありがとうございます。 

 チャーター便を運行されるのはすごく大きな経済

効果があるのだなと思っておりますが、健康な利活

用ももちろん大切であると考えていますが、この想

定をするときに、１つのデータのとり方として今、

ＬＣＣだとかそのようなものがかなり普及して、例

えば台湾と関西国際空港、もしくは成田空港を

5,000円ぐらいで結んでしまうような便がすごく今
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ふえてきています。 

 それはアジア全部そうだと思うのですが、そうい

ったところで、一度入ってどこかを経由してから北

海道に来る方が多いのか。もしかしたら、直で来る

方がメインなのか。その辺の把握というものはされ

ているのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 来道の外国人観光客への動

態ということでございますけれども、道観光局の調

査にもございますが、直接航空便を利用して新千歳

もしくは旭川もしくは函館、こういった定期便就航

の空港経由で入ってくる外国人観光客、それからト

ータルですと直接国際線を就航する空港以外を含め

た外国人観光客の来道観光客数という数字も押さえ

ておりますので、今、委員から御指摘のあったダイ

レクトに北海道に入られるお客様、それから東京も

しくは大阪などそういった地域を経由して北海道に

入られるお客様。一定のボリューム、一定の数字に

ついては道観光局の調査等との押さえさせていただ

いております。 

 いずれにしても圧倒的に、直接国際線の就航する

空港を経由して入っていらっしゃる外国人の観光客

のほうが多いということは申し上げるまでもないと

思っています。 

○川原田英世委員 国内のマーケットもよく注意し

なくてはいけないと考えております。 

 近年飛行機の小型化等での輸送。人の輸送以外の

部分でもかなり支障をきたしているという声をよく

聞きます。 

 特に、網走の高付加価値をつけた水産品も、結局

トラック便であれば関東関西に回しても、先ほど活

魚の話もありましたけれども、結局はそういうなか

なかうまく届けることができない。 

 これまでは飛行機で大量に輸送できたものが、小

型化によってそれができなくなってきているという

側面もあります。となると、直でチャーター便を生

かしていくのがいいのか、それともどこかを経由し

てそこから飛ばしてくるほうがいいのか、お客さん

にとってみれば経由したほうが価格は安いと思うの

です。 

 そこもしっかりとしたデータを取らなければいけ

ないと思いますが、そういったところも含めて国内

の輸送というものも目にしっかりとビジョンを持っ

て、もちろん直接の誘致と同時に、経由してくるこ

とで得られるメリットというものも、そこの輸送の

部分では大きくあると思いますので、特に冬の間減

便されてしまうだとか、そういった状況は非常に地

域にとって痛いと思いますので、そういった観点か

ら見ると、何も直で全てをということ、それだけが

答えではないと思いますので、視野を広げて調査も

含めてお願いしたいなと思います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

○松浦敏司委員 秋の旬まつりクーポン券ですが、

想定を上回るということのお話でした。 

 そこで伺いますが、当初どの程度想定して、そし

て今回どの程度の想定に基づいて、この金額310万

円が出てきたのか、その辺伺いたいと思います。 

○二宮直輝観光部参事 秋の旬まつりクーポン付宿

泊商品造成事業の当初の想定、予算の考え方、今回

の追加補正の考え方について御説明をさせていただ

きます。 

 当初の下期で実施をさせていただいております、

旬まつりクーポン付宿泊商品造成事業でございます

けれども、想定数値としては約4,700名を想定し、

掛ける3,000円という数字になっております。 

 こちらにつきましては、対象期間10月から１月で

ございますけれども、網走の主たる宿泊施設、基本

的には旅行会社等の販売チャンネルを持ち、それか

らインターネット等の販売チャンネルを持っている

施設を中心に、宿泊実績想定をすると、昨年実績で

約４万7,000名と、こちらの実績に対して10％のア

ップを目標にということで4,700名を測定し、予算

化をし、販売促進プロモーションをさせていただき

たいというところでございます。 

 その中で4,700名の想定値の中で、旅行会社経由

で販売をする想定を約2,500名、それから直販、お

宿・ホテルで直売する、それぞれの宿泊施設の自社

ホームページ等も含めてでございますが、直販・直

売をする想定を2,200名というような想定の組み立

てでございました。 

 このうち、旅行会社は2,500名を想定しておりま

したが、この2,500名について対象にしますと、前

段に御説明をさせていただきました、想定を上回る

状況、2,500名を超えて現在リクエストがあるとい

うところで、需要要請に応えるというところでござ

います。 

 一方、応える理由ということでございますが、主

に湖畔地区、４ホテルございますが、そちらの宿泊

数の動きを見ますと、６月、７月につきましては大

きく前年を割った数字でございます。 
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 こちらは先ほども御説明したバスツアー商品造成

事業にもかかわるところでございますが、かなりそ

うしたバスツアー、あるいは現在の道央を中心とし

た入り込みの勢い、こちらに追いついていないとい

うことが顕著になっております。 

 ８月、９月につきましては、８月は合宿等の底支

えもあり、９月は全道規模の大会、もしくはシルバ

ーウィークあるいはマラソンと、こうした特需もご

ざいまして、ある程度の数字をたたいておりました

が、前段に申し上げているとおり６月、７月と、か

なり前年を割った厳しい数字になっております。 

 その一方、この施策が入りました10月、11月を見

ますと、湖畔地区の４ホテルに絞りますと、10月が

前年比120％約2,800名の前年よりプラスと。それか

ら11月については117％約1,200名の前年に対してプ

ラスというような実績になっております。 

 こうした実績と勢いを踏まえますと、この勢いを

失速させず、12月、１月と続けて流氷観光シーズン

に持っていきたいと、こういうことで追加補正をお

願いしているところでございます。 

○松浦敏司委員 宿泊バスツアーともリンクしてい

るので、よくその辺のお話はわかりました。 

 主に、宿泊10月、11月、それからこれからの宿泊

する人たち、外国人も含めてどのような想定をして

いるのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 こちらの旬まつりクーポン

付宿泊プランの事業の追加補正。それから宿泊バス

商品造成事業の追加補正でございますけれども、対

象といたしましては、極めてスピード感のある商

品。旅行業界の中では、製販一体商品というふうに

呼んでおりますけれども、商品の造成、企画、それ

から予約、それから販売を一元化した商品。 

 例えば、新聞媒体の広告を使って、短期に商品の

ＰＲをし、予約をし、販売するとそういった商品。

ウェブ系のインターネットを通したウェブ系の極め

て即効性の高い商品を想定しております。 

 これまでの10月、11月の消費も、市にはそうした

商品がこうした大きな実績としての効果をもたらし

ていると考えています。 

○田口桂観光部長 補足させていただきます。 

 今、参事のほうから説明のあったほか、今オファ

ーの多いところというのはどこかと申しますと、各

社、今言ったようなメディアを活用したような即効

性のある商品を造成している大手の国内の旅行会社

があるのですけれども、その中でもやはりオファー

が多いのは関東圏です。関東圏のほかに、中部圏か

らの旅行の造成に係るオファーも結構多いので、か

なりプロモーション等一生懸命春からやっておりま

すので、全国、中部、四国、それから九州からもそ

れぞれオファーをいただいておりますが、やはり圧

倒的に多いのは関東圏のエリアを対象とした商品の

オファーが非常に多くなっている状況でございま

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。これから10月から

１月ということでありますから、当然台湾や中国の

人たちも来るのだろうなというふうには思うのです

が、その辺で外国人の観光客の状況というのはどの

ように見込んでいるのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 外国人の観光客の動向でご

ざいますけれども、北海道全般もいろいろと新聞報

道もございますけれども、外国人観光客の記録更新

をし続けている状況ということでございます。 

 当地網走におきましても、上期４月～９月でござ

いますが、外国人の観光客の宿泊客数でございます

けれども、124％ということで伸びが約3,000名の伸

びということでございます。 

 続く10月、11月につきましても、同様の伸びを示

しておりますので、こちらにつきましても期待もで

きるというふうに考えております。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

○田島央一委員 今の秋の旬まつりクーポン付商品

造成事業のことで確認ですが、旅行会社経由という

ことなので、旅行会社を何社ぐらい使われているの

でしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 こちらの施策の参加旅行会

社でございますけれども、これまでの参加状況でご

ざいますが、秋の旬まつりクーポン付宿泊商品造成

事業でございますけれども、こちらは８社12事業

所、それから宿泊バス商品造成事業でございます

が、６社15事業所になっております。 

○田島央一委員 今、閑散期でちょうどその対策の

途中ということで、非常に効果的だということも承

知しました。 

 国の事業の対策があったのでそこに乗っかってや

っていったらこれだけ効果的だったということであ

れば、今後この市の単独予算で、国の予算がなくて

もこれは事業化したほうがいいという考えも今後出

てくると思うのですけれど、それに対しての検討と

かということは今観光部内で何かありますか。 

○田口桂観光部長 この事業の効果につきまして
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は、今、参事のほうから御説明申し上げました。い

ろいろこういう施策を立てれば食いつくというもの

ではなく、過去にもやった実績もありますけれど

も、それが100％即効性があるかといったら、なか

なかそうはなっていないという実態もございます。 

 今回これが明らかに効果が出ているという背景に

は、私ども網走市の単独事業だけを売ったわけでは

なく、ここは先ほどもあったのですが、釧路エリ

ア、直接的には釧路市の施策についても同じような

施策があり、また、国の交付金を活用した北海道の

中にもそのバスに対する支援というのもありまし

た。でありますことから、下期の商品を売る上期の

プロモーションにおきましては、網走・釧路が連動

して、それらの施策を全部合わせたらこうなるよと

いうようなプロモーションの仕方をしているという

ことも、非常に釧路・網走のラインの商品をつくれ

ばかなり効果があるのだなというアピールをかなり

してまいりました。そういったことから、同じよう

に釧路においても効果があったというふうにお聞き

しております。でありますことから、来年度の事業

につきましても、今、いろいろな協議をして、まだ

確定はしていませんが、今おっしゃられたように効

果があるということもある。一方で、財源が必要だ

ということもありますので、ここは積極的にいろい

ろな話し合いもしながら、新年度に向けて検討して

いかなければいけないなと。今回で終わりというこ

とで終わるのではなく、やるかやらないかも含めて

ですけれども、十分まだ12月、１月の今回のこの事

業も含めてその結果を検証しながら取り進めていき

たいなというふうに考えております。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

○川原田英世委員 今のクーポン付の件ですが、今

の御説明を聞いていて疑問に思ったところがありま

す。 

 道としてもあり、釧路でもあり、網走でもある。

そしてそれが結果としては利用されて観光につな 

がっているという側面でとらえるのか、偶然網走に 

来たい人が来ると言って、こんな付加価値を付けた 

ものがあったので利用しようと思ったのか。これが 

あるから来ようと思ったのか。来ると決めていてこ 

れがあってラッキー、使ってしまおうなのか、とい 

うところがすごく大事なことだと私は思います。 

 それは、これから継続していくかどうかの判断を

する一番の材料はそこにあると思いますので、そこ

をまずこれまでの段階で情報収集等されているのか

お伺いしたいと思います。 

○田口桂観光部長 先ほど二宮参事のほうからも御

説明いたしましたけれども、特にバスの施策という

のが大きく響いているというところもあります。 

 それで先ほど御説明申しましたが、バスの施策に

つきましては、実質的な影響が出たのは制度が昨年

度から始まっているのですけれども、それの実質的

な効果というか、バスの料金の見直し、高くなった

というところの旅行商品に対する影響が出始めるの

がことしの上期から、そのバスの影響が出始めたわ

けです。それで先ほど参事のほうから御説明しまし

たが、それが６月、７月のものにてきめんにあらわ

れて、前年を割れるという実績があったわけです。 

 それの上で、10月、11月にも、例えば自然体で行

っていれば、それはそのままもしかしたら続く、こ

れは結果なのでわからないですけれども、この施策

がなければもしかしたら前年割れの状況になってい

たかもわからないと。これは結果だからわからな

い。一方、この施策を打ったという部分で、現在宿

でいうと、施設間のばらつきはありますけれど最大

120％。これは４ホテルだけではなくて、入所施

設、例えば監獄博物館においても、10月については

105％ですが、11月については123％の伸びを示して

おります。 

 また、流氷館につきましては、当然リニューアル

の効果がございますので、その影響というのはたく

さん伸びていかなければいけないのですけれども、

10月については対前年比150％、超閑散期になりま

す11月は257％、約2.6倍の売り込みを得ています。

12月につきましても、先ほど現場に確認しましたけ

れども、昨日までの伸びが350％の伸びを示してお

ります。このように、各施設等に対するインパクト

もリニューアル効果も当然ありますけれども、この

バス施策も相まってそのような伸びになっていると

いうふうに考えておりますので、この施策について

はかなり影響効果があったと、あるのだというふう

に私どもは認識しております。 

○川原田英世委員 実際に観光施設にそういうふう

に11月に網走監獄が125％ということを踏まえる

と、観光に来る層というのがしっかりと明確にあっ

たのかなと思います。 

 途中８月、９月の部分は合宿等が実際にどのくら

いの伸びがあったのかと思って、もう少し情報を精

査しないとしっかりとした答えは出てこないのかな

と思います。 
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 一定数の効果はあったのだろうなというふうに認

識をします。 

 そこが本当に、このクーポンがあったからなのか

どうかというところはもう少しこれからの動向も踏

まえて見ていく必要があるのかなと私は思っていま

す。 

 別の質問になってしまうのですが、市内宿泊施設

旬まつりクーポンのほうで宿泊施設や飲食店などで

利用可能ということですが、これまでのところで飲

食店と宿泊施設の利用割合というのは大体把握はさ

れていますでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 詳しい実績数値ということ

まではまだ集計中ということもございますので、事

業が進行中ということもございますので、正確な数

字は押さえてございませんけれども、ある程度市内

の宿泊市街地の宿泊施設にお泊りのお客様について

は比較的市街地の飲食店での利用があり、一方で湖

畔地区のホテル・お宿での利用については、お宿で

の消費が多いというふうに聞いています。 

○川原田英世委員 宿泊地と飲食店が網走はやはり

離れているということもあり、飲食への利用につな

がるのかなというのが見えなかったものですから質

問させていただいたのですが、網走に宿泊された方

が網走で夜も飲食に出かけたりだとか、いろいろ使

っていただけるようなそういう助成になるという部

分も重要だと思いますので、今後どのくらい利用さ

れたかも見ていただきたいなと思います。 

 私のほうからは以上です。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ次に行きます。 

建築総務費省エネ住宅新築促進事業についてと空

き家バンク事業についての補正について説明を求め

ます。 

○小原功建築課長 それでは補正予算の建築課所管

分について御説明いたします。 

 議案資料の13ページをごらん願います。 

 省エネ住宅新築促進事業の追加補正について御説

明いたします。 

 補正の理由及び内容でございますが、省エネ住宅

の普及促進を目的としております省エネ住宅新築促

進事業につきましては当初510万円を見込んでおり

ましたが、今後もさらに申し込みが予想されること

から、240万円を増額し、補正後の額を750万円とす

るものでございます。 

 続きまして、議案資料の14ページをごらん願いま

す。 

 新規事業となります空き家バンク事業の追加補正

について御説明いたします。 

 国の緊急経済対策に伴い創設された地域住民生活

等緊急支援のための交付金を活用し、空き家の実態

調査を行う経費を追加補正するものでございます。 

 補正の額は330万円で、財源内訳は国庫補助金270

万円、一般財源60万円でございます。 

 以上でございます。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 省エネ住宅新築促進事業でありま

すが、当初の想定を上回るということは結構なこと

だというふうに思いますが、幾つかのタイプがあっ

たというふうに思うのですが、今回この240万円の

想定はどのようなタイプのものをどの程度想定して

いるのか伺います。 

○小原功建築課長 今回追加しています240万円の

内訳でございますが、４タイプのうちの北方型エコ 

住宅こちらが50万円ですが、こちらは１件。次に、

長期優良住宅の30万円タイプ、こちらが１件。次

に、省エネ基準適合住宅が20万円の８件となってお

ります。 

 現時点で40万円の北方型住宅については、市内業

者に聞き取りをしたところ、このような設計は今始

めていないということを聞いておりますので、今回

の補正については見送りをさせていただいておりま

す。 

○松浦敏司委員 これは既にそういう申し込みがあ

ってということでありますので、活用されるという

ことで十分に景気が回復していない中でこのように

利用されるのは非常に結構なことだというふうに思

います。 

 次に、空き家バンクの関係で伺いたいのですが、

一般的に空き家バンクというイメージがよくわから

ないと。新聞やテレビなどでも若干報道はされてい

るのですが、今回とりあえずは実態調査をするとい

うことで330万円ということですが、どのような実

態調査をして、そしてこの空き家バンクというもの

はどのように登録されるのかわかりませんが、それ

がどういうふうに把握し、今後どのようになってい

くのか、その辺がよくわからないので伺いたいと思

います。 

○小原功建築課長 今回の空き家実態調査につきま

しては、これから市内の測量会社に委託して、２人
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１組なりで個別に回ってもらって、写真等含めての

報告をいただこうと考えております。 

 次、空き家バンクについてですけれども、こちら

につきましては簡単に言いますと、空き家を売りた

いまたは貸したいという方が空き家バンクの持って

いる機関に登録をしていただき、その空き家バンク

の機関が広く全国に周知を情報提供すると、それを

見て、その物件を気になった方がその空き家バンク

を通して買いたいだとかそういったことを申し込

み、その後は仲介業者が入るのが一般的なものです

から、その業者を含めてお互いそれぞれ登録した方

と買いたい・借りたいという方が直接交渉するとい

うような制度になっております。 

 今回、私どもが４月から運用を始めたいと考えて

いる空き家バンクですけれども、北海道が４月から

「北海道空き家情報バンク」として運営をしていく

ということで、こちらについては昨日も振興局のほ

うで管内市町村を集めて、いろいろな不具合はない

かということの意見の聴取などもあったのですけれ

ども、こちらの制度がまとまり次第、北海道が空き

家情報バンクで一元化をして情報を集めたいという

ことですので、私どももそちらのほうに情報をあげ

て協力していきたいなということで考えておりま

す。ただ、その北海道の空き家バンクにつきまして

は、ホームページ等で直接北海道へ申し込むことに

なっているものですから、空き家を持っている方、

持家の方は高齢者が多いものですから、直接市の窓

口へ来ていただくとかそういったことで登録票の記

入のお手伝いなり、市を通して登録をするなどをそ

ういった窓口の役割をしたいと考えております。 

○松浦敏司委員 空き家の調査ということですけれ

ども、相当空き家というのは市内各所にあるという

ことだと思うのです。どのくらいの期間、年度内に

はっきりさせないと話が進まないと思うのですけれ

ども、多分今の課長の説明だと一定程度使える見込

みがあるものといいますか、そういうものが対象と

なるのだろうなというふうに思うのですが、その辺

を確認したいと思います。 

○小原功建築課長 空き家の調査の期間につきまし

ては、年度内ということのようですので、１月中旬

から３月の中ぐらいのおおよそ２カ月ぐらいになる

かと思っております。 

 件数でいくと、市内においては戸建が中心になり

ますので1,000件くらいかなと。それと郊外地区に

ついては250件ぐらいあるのかなということで事前

の把握はしております。 

 それと、全国的にですけれどもパーセンテージで

すが、空き家のうちの使えるものというのは大体

20％から30％ぐらいなのかなということで聞いてお

りますので、200件、300件ぐらいはまだそういった

ことで持っているだけで、どうしようかと悩んでい

らっしゃる方については、傷まないうちに早期にそ

ういう空き家バンクの機関などを通じて処分という

形を考えてみてはということで周知をしていきたい

なと考えております。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようですので、ここで理事者の入れかえをい

たしますが、何かありますかほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

暫時休憩をいたします。 

              午前11時20分休憩 

              午前11時28分再開 

○渡部眞美委員長 再開いたします。 

 それでは議案第１号中残っております財政課、港

湾課、職員課所管事項について説明を受けて順次質

疑審査を行っていきます。 

 なお職員課所管の人件費関係についてでございま

すが、議案第１号と議案第３号から議案第６号につ

いて関連しておりますので、３号から６号もあわせ

て説明を求めて、質疑に入っていきたいと思います

ので御承知おき願いたいと思います。 

 それでは、消防費 消防組合費負担金の補正につ

いて説明を求めます。 

○秋葉孝博財政課長 平成27年度一般会計消防費、

消防組合負担金の補正予算につきまして御説明申し

上げます。 

 議案資料15ページをごらん願います。 

 １．補正の理由及び内容でございますが、網走地

区消防組合の予算中、当市分の負担金の補正となり

ます。歳出予算でございますが、人件費では早期退

職者による退職手当の増額などにより397万6,000円

の増、物件費では職員の中途採用に伴う研修費及び

備品整備のほか、車両の修繕などにより581万7,000

円の増。施設整備費では、はしご自動車のオーバー

ホール費用の確定に伴い117万5,000円の減となり、

歳出予算では合わせて861万8,000円の増となるもの

でございます。 

 一方、歳入予算でございますが、繰越金では前年

度負担金の精算として915万3,000円の追加。 
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 諸収入等では、損害保険金の収入など145万3,000

円の追加となり、歳入予算では合わせて1,060万

6,000円の追加となるものでございます。 

 ２．補正額でございますが、歳入歳出を合わせま

して補正額は198万8,000円を減額し、補正後の額を

６億8,048万8,000円とするものでございます。 

 説明は以上です。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

それでは次、港湾施設災害復旧事業の補正につい

て２件ございますのであわせて説明を求めます。 

○清杉利明港湾課長 続きまして議案資料１号の16

ページをごらんください。 

 平成27年度一般会計、港湾施設災害復旧費補正予

算港湾施設災害復旧事業について御説明いたしま

す。 

 まず、補正の理由及び内容でございますが、平成

27年10月25日から26日にかけて発生しました、低気

圧に伴う暴風と高波により被災した帽子岩防潮堤及

び北防波堤の災害復旧事業に要する経費6,100万円

を追加するものでございます。 

 気象概要及び網走地方の気象データにつきまして

は資料17ページ下段のとおりでございます。 

 被災箇所につきましては、資料18ページ上段の網

走港該当箇所図のとおりでございますが、被災状況

につきましては北防波堤が２カ所となっておりまし

て、資料18ページの写真１と19ページの写真２のと

おり上部工であります橋壁が転倒及び防出しており

ます。なお、北防波堤につきましては、補助災害に

て上部工を行う予定でございます。さらに帽子岩防

潮堤につきましては被害箇所が１箇所となっており

まして、資料19ページの写真３のとおり上部工であ

ります橋壁が沈下し、隙間ができている状況でござ

います。帽子岩防潮堤につきましては単独災害にて

上部工を行う予定でございます。 

 補正額でございますが、歳出につきましては補助

災害復旧事業で4,100万円。 

 単独災害復旧事業で2,000万円を追加するもので

ございます。 

 歳入につきましては議案資料に記載のとおりでご

ざいます。 

 なお、年度内に事業の完了が見込めないことから

事業費の全部を翌年度へ繰り越すものでございま

す。 

 説明は以上でございます。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 相当大変な、さまざまなところで

被害が出たということで、やむを得ない状況だとい

うふうには思うのですが、これまでもやはり北防波

堤では災害があったりもして、そのときも以前指摘

をしたこともあるのですが、やはりこの規模の低気

圧というのが最近多いということで、災害復旧です

から現状に戻すということでしょうけれども、今後

のことを考えたときに、今回こういう点ではやむを

得ないのかもしれませんが、もうちょっとこの台風

並みの低気圧に耐えられるような構造にしなければ

ならない状況に来ているのかなというふうに私は思

っているのですが、その辺はどのようにお考えでし

ょうか。 

○清杉利明港湾課長 この災害復旧事業では現状ま

た原形に復旧する事業ということでございますけれ

ども、改良を伴って設計上、風ですとか波の高さで

すとかそういうものの設計を変更してということは

考えられなくはないのですが、そうなると全ての防

波堤に及ぶ中で設計推計をしまして、費用も膨大に

なるということもございますし、今現在においては

設計上は古い段階での設計でございますけれども、

ある一定程度の暴風等については耐えられるものと

いうふうに考えておりますので、現段階におきまし

ては、かさ上げ等の改良をするという考えはござい

ません。 

○松浦敏司委員 それはそれで理解をせざるを得な

いのですが、やはりここ数年、あまりにも規模の大

きいものが続いているということで、そういう意味

では国ともしっかり相談しながらそういった方向も

していかないと、毎年このような規模の復旧という

ふうになると市の財政も大変な中で、そうとう厳し

いと。今回、国のお金は3,200万ということですか

ら、そういう意味では相当市の負担になるという点

で、ぜひその辺は国との協議を進めていただきたい

と思いますがいかがですか。 

○清杉利明港湾課長 特に、防波堤等につきまして

は老朽化が進んでいるということもございますけれ

ども、この辺は状況等も踏まえながら改良が必要な

時点におきましては改良事業として行っていくとい

うことも考えられますので、その辺については状況

等見据えてから考えていきたいというふうに考えて

おります。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようですので次に、職員課所管分の人件費関

係について議案第１号のうち一般会計と併せまし

て、議案第３号から議案第６号までの説明を求めま

す。 

○小松広典職員課長 人件費の補正概要について御

説明申し上げます。 

 議案資料20ページをごらん願います。 

 人件費補正につきましては、各会計にわたってお

りますが、ここでは一般会計と特別会計を合わせた

総額で御説明申し上げます。 

 人件費補正総額は4,910万8,000円の減額でござい

ます。 

 内訳としましては、全て一般職で①共済費は

1,328万2,000円の減額で、主な要因は共済費の負担

金率変更や共済費算定基準が標準報酬制となったこ

とでございます。②支給事由変更等による部分につ

きましては、3,582万6,000円の減額で、主な要因は

中途退職者の退職手当の増額、職員の退職等による

減額でございます。 

 人件費の補正概要は以上でございます。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りをいたします。 

 議案第１号につきまして平成27年度網走市一般会

計補正予算中当委員会所管分について全会一致をも

って原案可決すべきものと決定してよろしいでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定をいたします。 

 続きまして、今説明のございました議案第３号平

成27年度網走市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、全会一致をもって原案可決すべきものと決定

してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたします。 

 議案第４号平成27年度網走市公共下水道特別会計

補正予算について、全会一致をもって原案可決すべ

きものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように報告いたします。 

 議案第５号平成27年度網走市介護保険特別会計補

正予算について、全会一致をもちまして原案可決す

べきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたします。 

 議案第６号平成27年度網走市後期高齢者医療特別

会計補正予算中、当委員会所管分におきまして、全

会一致をもって原案可決すべきものと決定してよろ

しいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定させていただきます。 

 

○渡部眞美委員長 続きまして、議案第２号平成27

年度網走市市有財産整備特別会計補正予算につい

て、説明を求めます。 

○秋葉孝博財政課長 平成27年度市有財産整備特別

会計財産取得関係費の補正予算につきまして、御説

明申し上げます。 

 議案資料21ページをごらん願います。 

 １．補正の理由及び内容でございますが、南５条

東１丁目８番１外５筆の地権者から市による買い取

りを希望する旨の申し出がございました。 

 当該土地につきましては、金市舘ビル跡地との一

体的な利用により、中心市街地の活性化が図られる

ことから、土地を取得するため追加補正をしようと

するものでございます。 

 １枚めくっていただき、22ページの３．土地の所

在地及びその下、４．位置図を併せてごらん願いま

す。 

 当該土地は記載のとおり、全６筆。種別は宅地。

地積の合計は1,226.52平方メートル、坪にいたしま

して約371坪でございまして、位置図のとおり金市

舘ビル跡地に近接しております。 

 前のページに戻っていただきまして、21ページの

２．補正額でございますが、当該土地の購入費とい

たしまして、3,800万円を追加しようとするもの

で、１平方メートル当たりの単価は３万1,000円。

坪当たりの単価では約10万2,000円でございます。 

 財源につきましては、現在当初予算を上回る土地

の売り払い収入がございますので、これを財源にし

ようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○川原田英世委員 跡地との一体的な利用によりと

いうことですが、何か決まったということで理解し

てよろしいでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 現在、金市舘ビル跡地につき

ましては、中央商店街組合のほうでその利活用につ

いて検討をしている最中でございます。 
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 皆さんも御承知のとおり、駐車場につきましては

過去金市舘、ラルズと一体的な利活用になって駐車

場として使われている用地でございます。 

 現在、中央商店街組合のほうからこうした事に利

用するといったことは、まだ市のほうに対して報告

はない状況ですので、そういう状況下におきまして

も、駐車場の問題という事が避けられないというふ

うに考えておりますので、今回購入を決定したとい

う次第でございます。 

○川原田英世委員 となるとこの駐車場、今も現状

駐車場ですが、これを購入して今金市舘ビルの跡地

は振興組合のものですよね。一体的な利用というこ

とであれば、いずれは振興組合に売却をするという

ことで理解してよろしいでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 まずは金市舘ビル跡地の利活

用と含めまして、今回市で購入しようとするこの駐

車場用地も購入する旨を中央商店街組合に打診をい

たしまして、利活用として再度この駐車場用地も含

めまして検討いただいた後に、そこが収益性を保て

る施設であれば、将来的に事業主体はどこかという

ことは今後検討の課題かと思いますが、売却もあり

得ますが、採算性が取れないということであれば、

市のほうで補充して貸付るなり、そうしたことにつ

きましては今後、まずは利用形態がどうなるかとい

うところで検討してまいりたいと考えております。 

○川原田英世委員 この前、プランＡ・プランＢで

はないですが、こういうことを検討していますよと

いうものが新聞に載っていまして、１つのプランは

今の跡地をそのまま使うというプラン、もう１つは

今この購入検討しているほうにも、５条通りに屋根

をつけるようなプランが載っていて、いろいろなや

り方を検討されている段階だなとは思ったのです

が、その状況で一体的な利用と果たして言えるのか

なというのが非常に疑問に私は感じているところで

あります。 

 現状のところからいきますが、現状駐車場として

既に利用されていますよね。駐車場で利用されて、

両方とも駐車場として利用されていますが、今の利

用者のことはどうなるという、今の利用のままいく

のか、購入されることによって、何か違う利用にな

るのか。 

○秋葉孝博財政課長 契約につきましては、補正予

算の議決をいただいた後に、今の現在の所有者の方

とさらに詳細を詰めていくことになります。 

 現状、私のほうで押さえている情報といたしまし

ては、ばんえい競馬の場外馬券場としての駐車場、

それと中央商店街組合に貸しているという状況で

す。 

 これから契約ですから、現在の所有者の方といろ

いろ交渉しなくてはいけないのですが、今のところ

６カ月程度は契約、市のほうで買った後ですけれど

も、６カ月程度はそのままお貸ししてほしいという

要望が今の所有者のほうから聞いております。 

 これにつきましては契約の際の条件でありますの

で、今後詰めてまいりたいと思います。 

 今、お話のあった一体的な利用ですけれども、今

出ているプラン１・プラン２というのは土地の購入

に関して組み入れて検討したものではございません

ので、契約のほうを今後、市のほうから中央商店街

組合に購入する旨打診をしまして、再度利用検討を

さらに精査していただくというふうに考えておりま

す。 

○川原田英世委員 それでは今回この取得した土地

等含めて、もう一度この条件では、じゃあ、どうい

ったプランが練れるのか検討するということで理解

させていただいたのですが、次の22ページのほうに

位置図というふうになっていますが、金市舘ビル跡

地の直裏そのままという形ではないですね。数字で

見ると、７と８の２という部分が抜けているという

ふうになっているのですが、今ここも駐車場になっ

ていると思うのですけれども、そういった部分も今

後、市として購入していくようなことになるのか。

一体的だということであれば、そういうふうになる

のかなと私は考えていたのですが、どういった検討

状況なのか。 

○秋葉孝博財政課長 本件につきましては、まず現

在の土地の所有者の方から市のほうで買い取りをし

ていただけないかという申し出があったということ

でございます。 

 現在の所有者が今回表示しております、この地番

ということになりますので、当然７番、８番２とい

う土地は別の所有者の方です。 

 今回この届け出が、今後の手続ですけれども、公

有地の促進に関する法律がございまして、これに関

連しまして地権者の方があくまでも市に申し出があ

ったということになりますので、今のところ７番、

８番２つきまして購入する予定はございません。 

○川原田英世委員 購入する予定がなくて、今の示

された土地だけだと、どうも一体的な利用できるの

かなというふうに、地図上見ると直結している部分



- 17 -  

が少ないのかなと。また、メイン通りから隣接して

いる角地のところがポコンと抜けているということ

で、一体的にはあり得ないように感じてしまうので

すが、この条件で振興組合がもう一度検討してくだ

さいという話にどうも私のほうでは結びつきが弱い

と感じるのですけれどもいかがお考えでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 今回、土地の所有者から申し

出があったということで、７番それから８番の２の

土地の所有者に対して市のほうから売っていただき

たいという交渉を今後は全く予定しているわけでは

ございません。 

 もともとここの７番と８番２につきましてはガソ

リンスタンドが過去にあった土地で、ここの今購入

しようとする土地は一体的に駐車場として使われて

いた土地でございます。 

 いずれにいたしましても、金市舘ビル跡地にどう

いう絵を描くかというのは、今後のお話ですけれど

も、いずれにしても駐車場の問題というのは避けら

れないというふうに考えておりまして、当該土地に

つきましては現在区画線で約70台前後、かなり狭い

線ですので、少なくとも50台程度の駐車はできるも

のというふうに考えております。 

 そうした面で、それだけの駐車場を確保するとい

うことは中心市街地の活性化、今後の検討によりま

すけれども、十分寄与するものというふうに考えて

おります。 

○川原田英世委員 あくまでも駐車場として検討さ

れているのだなということを説明のほうで理解させ

ていただいたのですが、その向いにも解体作業をし

ているビルもあります。まわり一体を見ると金市舘

ビル跡地がポンと空いて、その裏の駐車場もスパっ

と空いています。そしてその隣も更地になるという

ことで、あたり一帯がスポッと抜けていくことにな

ると思うのですけれど、駐車場として考えている

と。そして今50台から70台、エリアを考えれば停め

られることになると。ただその跡地を利用していこ

うと考える、一体的と考えるのであれば、全然足り

ないのではないかと。駐車場として考えるなら、ど

ういうビジョンを描くかも見えていないので何とも

言えないのですけれども、周辺の解体予定地のビ

ル、この７番と８番の２の部分も含めてですけれど

も、先ほど地番でいう南５東１の今解体している部

分の土地等が空いた付近の土地に関しても取得を考

えるのかというところをお聞かせいただきたいので

すが。 

○秋葉孝博財政課長 今回、地権者の方から市に買

い取りをしてほしい旨の申し出があった。 

 これに応じて土地を買おうとするものでございま

す。 

 市といたしましては、この一辺を買い上げて何か

新しい事業という考えは今現在持ち合わせておりま

せんので、金市舘ビル跡地の利活用、これを考える

上でプラスになるという判断をして購入しようとす

るものであります。 

○川原田英世委員 そこの一体的な利用という申し

出があったことに対し、受けたとしか思えなくて、

一体的な利用がここに入ってくる理由が全くわから

ないのです、まだ私には。 

 そういうところで質問させていただいたのですけ

れども、ビジョンも何も見えてないで一体的な利用

が土地を購入することでなるという認識でいいので

しょうか。 

○川田昌弘副市長 地権者から申し入れを受けて、

私が地権者といろいろ話し合いをしたのですが、市

に買ってほしいという話があり、もし市が買わない

のであれば民間との引き合いでいきますということ

で、地権者も市の事業、市がやろうとしている中心

市街地の活性化のためにお手伝いができるのであれ

ば、私としても協力したいという申し出がありまし

た。 

 しかし、市がいらないというのであれば、それは

民民で売買する引き合いもあるということで、そう

いうお話があったので、私どもとしては今金市舘ビ

ルを商店街が中心となって、市民も巻き込んで、今

議論をしていく中で、ここの土地は果たして必要な

いのか、あるのかと考えたときに、そこは従前から

金市舘の駐車場として利用している部分もあり、そ

ういう利活用もされているわけですから、そこはや

はり取得して、民間で売買されて所有者が変わると

後でここが必要だったというふうな時にこれは買い

戻すとなるとすごい労力も金額的な部分も必要でな

いかという、いろいろ総合的に判断して、ここはや

はりそういうふうな申し出があるのであれば市とし

て決断しようと、買い取りを決断しようということ

で、今地権者にはそういうような方向でいきたいと

いう申し出をしているところであります。 

 ですから、これは市が使い道がまだ決まってない

のに、その決断をするかしないかというのは非常に

我々も迷ったのですが、ここがまたさらにその所有

者が変わっていくという事態は避けたかったという
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のが実態でもあります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 そういう申し出があったときにこの機会を使って

しっかりというところだと思うのですが、この６カ

月後までも今の土地の貸し出している部分は利用さ

れることで、収入はあるということで理解してよろ

しいのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 契約の時期ですが、今のとこ

ろ１月末を目指して契約をしたいと考えておりま

す。この中で現在の土地の所有者の方、さまざまな

条件があると思います。そういうものを踏まえて整

理をしていくことになります。実際今、幾らで貸し

ているかというところも、これから情報を取りなが

ら進めていきますので、その辺につきましては、今

後契約を詰める段階で整理をしていきたいというふ

うに考えています。 

 最低でも６カ月程度は現在貸している方にそのま

ま不利益がないように貸してあげてほしい旨の、ま

ずそうした相手方の意見として、そうした意見を聞

いたという段階でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 見えていない部分が多かったものですから、いろ

いろ質問させていただいたのですが、あの土地、あ

そこ含めて非常に寂しい状況になっている。 

 やはりすぐにでも使えるものがあれば使ってほし

いという、ビジョンが示せればとは思っているので

すが、今回の一つを契機に、市のほうからも振興組

合のほうにこういった条件を整えていきますので、

こういった使い方はどうでしょうかというようなア

プローチを含めて進めていただきたいなと思いま

す。 

 よろしくお願いします。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議案第２号平成27年度網走市市有財産整備特別会

計補正予算について、全会一致をもって原案可決す

べきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それではここでまだ続きがあるのですけれども、

昼食のため休憩を取りたいと思います。 

 再開は１時といたしますので御参集願います。 

               午前11時58分休憩 

               午後１時00分再開 

○渡部眞美委員長 それでは午前中に引き続き再開

をいたします。 

 議案第７号網走市行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例制定について説明を求めます。 

○大島昌之総務課長 網走市行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の概要につきまして御説明を申し上げま

す。 

 議案資料30ページ、資料２号をごらん願います。 

 初めに１．趣旨でございますが、いわゆる番号法

に規定する事務以外に、市が個人番号を独自利用す

るとき及び市の行政機関内において、必要な限度で

特定個人情報を提供するときには条例により定める

必要があることから、当該条例を制定しようとする

ものでございます。 

 次に、２．内容でございますが、第１条は条例の

趣旨について、第２条は用語の定義について、第３

条は市の責務等について、第４条は個人番号の利用

の範囲等について、第５条は特定個人情報との提供

等について、第６条は委任についてをそれぞれ規定

しようとするものでございます。 

 次に、別添についてでございますが、議案第７号

のとおり、別表第１は市が独自に個人番号を利用す

る事務を、別表第２は独自利用する事務と利用する

特定個人情報を、別表第３は実施機関内での特定個

人情報の提供についてそれぞれ規定するものでござ

います。 

 なお、本条例の施行期日につきましては、３．執

行期日に記載のとおり、平成28年１月１日から施行

しようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 10月からそれぞれ郵便局から通知

カードが届けられているというふうに思うのです

が、今現在通知が全部住民に届いたのかどうか、相

手先がわからないとか、あるいは市に返還されてく

るというようなことがあるのではないかと思うので

すが、その辺の実態はどうなのかわかればお答えい

ただきたい。 

○児玉卓巳税務課長 マイナンバー、個人番号通知

カードの郵送の状況でございますが、11月26日現在

で配達総数が１万8,537件、そしてそれに対する受

け取り数が１万6,649件で、率にすると90％となっ

ており、返送された郵便数が1,888件約10％となっ
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てございます。 

○松浦敏司委員 要するに本人に戻ってきたものが

1,888件ということですから、本人には渡っていな

いということだというふうに思います。 

 全国的にも相当数、相手先がわからない、不明だ

とかあるいは中には拒否する人もいるようですし、

一定期間郵便局に、１週間程度ですか、預かるけれ

ども、それが過ぎたら市のほうに戻ってくるという

ようなことだと思うのですが、年内にこれは全ての

住民に通知カードが届く予定なのでしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 すみません。１点訂正ですけ

れども、11月26日現在での件数をお話しました。さ

らに12月４日現在の返送された1,888件に対する対

応ですけれども、そのうち来庁された方にお渡しし

た件数は425件、再度依頼があって、郵送で送った

ものが11件、転居登録等がありましたものが70件と

ありまして、最終的に565件をお渡ししましたの

で、12月４日時点では差し引き1,323件７％が市役

所で保管している件数になります。 

 それで、年内に全件をまた再度配達できるのかと

いうことですけれども、こちらからお預かりしてい

るという御案内は年明けに行う形で、市役所で保管

しているということは、もう郵便局経由で連絡して

いますので、基本的には３月末まで市役所のほうで

はこれを保管する予定でおりますけれども、その間

に年明けで、夜間の窓口等も検討しておりますけれ

ども、年内にすべての方にお渡しするという状況に

はないかと思います。 

○松浦敏司委員 なかなか大変だというふうに思い

ます。 

 それでこの通知カードは基本的に多くのところに

届いているのですが、実際にそれに基づいてマイナ

ンバーを作成したというのは現在どのぐらいあるの

でしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 個人番号カードの申請を11月

２日から窓口を設置しておりまして、12月８日現在

ですけれども合計で187件の方が市役所に来られて

申請手続をされております。 

 そのほかに直接郵送で申し込まれている方の数は

把握できませんので、現在市役所で把握できる件数

は187件でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 その状況を踏まえて、個人番号について若干質問

したいのですが、この３条の中で、２行目に「必要

な措置を講ずる」という文言があるのですが、この

意味はどのような意味を指すのか伺います。 

○大島昌之総務課長 この第３条では市の責務とい

うことで規定しておりますが、市の責務といたしま

しては、その市が独自に個人番号を利用するという

こともございますので、一番は個人情報の保護とい

うことが最も必要になってくると個人情報保護の観

点から取り扱いを適正に確保するようなことで、市

の責任としてうたわれている状況でございます。 

○松浦敏司委員 個人情報保護というのはわかるの

ですが、実はこのマイナンバーは個人情報が漏れる

だろうと、多くの専門家も含めて懸念を持っている

制度だと私は思っています。 

 それで実は、私たちの子どものころは、男性と女

性しかいないというふうに思っていたのですけれど

も、やはりその後いろいろな性同一性障がいという

ことが明らかになって、今ではいわゆる国内におい

てもパートナーとして認めるという行政区も出てき

ているというように、多様な形があるというふうに

思うのです。 

 そういう中で、このマイナンバー制度の中で、性

同一性障がいの人の中で、非常に心痛めるといいま

すか、この通知が来て性別が書いてあると。戸籍上

の性別と実際のその人本人の認識の全く逆にあると

いう中で、既にこういった状況の中で退職をせざる

を得ないような状況に追い込まれ、アルバイトをす

るのもできなくなったという事例も実は大量ではあ

りませんが、一定数出てきているというような状況

で、このマイナンバーによる状況というのは非常に

そういう意味ではプライバシーを侵害するようなこ

とも実は全国的に起きているというふうに思ってい

ます。 

 国では今後この利用の状況というのはさまざまな

形で考えているようです。 

 メタボ健診だとか、あるいは2017年からマイナポ

ータル運用開始とか医療だとか予防接種など、そし

て2018年には金融機関での口座に番号をつけるとい

うようなことも言われているということで、世界の

動きの中ではこのマイナンバーというのは一元化し

ないということで、逆に特定のものしかマイナンバ

ーを使わないというような流れになっているという

時に、なぜか我が国は一元化していくということで

ありまして、非常に私は問題があるというふうに思

っています。 

 国や行政、国税庁にとっては非常に便利な制度の

ようですけれども、国民にとっては何１つメリット
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になるものがないというふうに思っていまして、そ

ういう意味では、国の方向に基づいて、マイナンバ

ー制度に基づいて、行政がこういう形で条例を制定

するということでありますけれども、私どもとして

はそういう意味ではマイナンバー制度については凍

結あるいは中止すべきだというふうに考えている立

場でありますので、この条例制定について、議案第

７号については反対せざるを得ないということであ

ります。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

○井戸達也副委員長 ここは国における部分でござ

いますので、市としては条例を制定してきちっとし

た整理をしていくのだというものでありますので、

これは賛成したいと思います。 

○渡部眞美委員長 他の方の御意見ございますか。 

 ただいま松浦委員のほうから賛成しかねるという

御意見と、あとその他の皆さんは賛成ということで

よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、議案第７号については、大方の賛成者

をもって原案可決すべきものと決定をしてよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定させていただきます。 

 

○渡部眞美委員長 続きまして議案第８号議会の議

員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例制定について、理事者の説明

を求めます。 

○小松広典職員課長 議会の議員その他非常勤職員

の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条

例制定概要について御説明申し上げます。 

 議案資料31ページ資料３号をごらん願います。 

 初めに、条例改正の趣旨でございますが、被用者

年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律が平成24年８月に公布され、そ

の一部の規定が施行される政令が公布されたことか

ら、所要の改正を行うものでございます。 

 内容につきましては、本条例による年金たる補償

及び休業補償について、同一の事由により他法令に

よる社会補償給付が支給される場合に調整を行いま

すが、生涯共済年金及び遺族共済年金については、

厚生年金として調整するよう改めるものでございま

す。 

 施行期日につきましては、交付の日から施行し、

平成27年10月１日から適用しようとするものでござ

います。 

 以上でございます。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 この改正によって、どのような影

響が出るのか伺いたいと思います。 

○小松広典職員課長 今回の改正につきましては、

対象となる法律の名前が変わるだけですので、一切

影響は出ません。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければお諮りをいたします。 

 議案第８号議会の議員その他非常勤職員の公務災

害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて、全会一致をもって原案可決すべきものと決

定をしてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように報告させていただきます。 

 

○渡部眞美委員長 続きまして議案第９号網走市税

条例の一部を改正する条例制定について、説明を求

めます。 

○児玉卓巳税務課長 議案第９号網走市税条例の一

部を改正する条例制定について御説明申し上げま

す。 

 議案資料36ページ資料４号をごらんいただきたい

と存じます。 

 初めに改正の趣旨でございますが、地方税法等の

改正に伴い市条例の関係部分について、所要の改正

を行おうとするものでございます。 

 改正内容でございますが、１点目から５点目まで

は市税の徴収の猶予及びで換価の猶予につきまし

て、地方税法に条例委任事項が設けられたことに伴

いますもので、１点目は徴収の猶予をする場合の分

割して納付納入する方法について、２点目は徴収猶

予申請手続等について、３点目は職権による換価の

猶予の手続等について、４点目は申請による換価の

猶予をする場合の手続等について、５点目は担保の

徴収を不要とする基準について、それぞれ関係規定

を整備しようとするものでございます。６点目は個

人市民税の課税標準の算出について、７点目は各種

の申請等に記載しなければならない事項の追加につ

いて、８点目は減免申請書の提出期限の変更につい

て、それぞれ関係規定を整備しようとするものでご

ざいます。９点目から12点目までは固定資産税のわ
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がまち特例として課税標準の特例措置を定めようと

するもので、９点目は都市再生特別措置法に規定す

る公共施設等のように共する家屋及び償却資産につ

いて、10点目及び11点目は津波防災地域づくりに関

する法律に規定する協定避難施設にかかる家屋及び

償却資産について、12点目は高齢者の居住の安定確

保に関する法律に規定するサービスつき高齢者向け

住宅について、それぞれ課税標準の特例の割合を定

めようとするものでございます。13点目はたばこ税

にかかる条項の削除について、14点目は地方税法等

の一部改正等による条項の整理をしようとするもの

でございます。 

 本条例の施行期日及び経過措置につきましては、

議案資料38ページから45ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 １から５までは新たに付け加わる

ということだというふうに承知しています。 

 それで７番目の関係ですが、これは個人番号また

は法人番号を追加するというような文言が入ってい

ますけれど、これはマイナンバー制度にかかわっ

て、これが入るというふうに認識してよろしいでし

ょうか。 

○児玉卓巳税務課長 そのとおりでございます。 

○松浦敏司委員 この部分については、先ほど前段

で議案第７号の中で言ったように、私どもはこの部

分については賛成できないということですので、こ

の部分については反対というふうに表明したいとい

うふうに思います。 

 それから、９番目、10番目、11番目というのは当

市に対象となるところがあるのかどうかを確認した

いと思います。 

○児玉卓巳税務課長 固定資産税のわがまち特例の

部分でございます。 

 まず９点目につきましては、網走市には対象とな

る地域及び施設がございませんので、今現在は影響

ないと考えております。10点目及び11点目につきま

しても、現時点では対象となる協定避難施設がござ

いません。12点目は高齢者のサービス付住宅ですの

で、これは過去にも対象となる施設がありました

し、今後も予定として対象となる施設が出てくると

考えております。 

○松浦敏司委員 その辺はわかりました。 

 13番目のたばこ税の税率の特例の廃止というのが

ありますが、これは具体的にお話いただきたいと思

います。 

○児玉卓巳税務課長 たばこ税につきましては、現

在紙巻きたばこの中で、旧三級品とされております

エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバッド、ヴ

ァイオレット、うるまの６つの銘柄につきましては

税率が約半分に軽減されております。 

 これが来年、平成28年から段階的に４年間かけて

特例措置が廃止され、本則の税率に戻されることか

ら関係する規定を削除するものでございます。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 そうすると、本則に戻るということは１箱105円

の半分だったのが、今度は本則になるということ

で、そうするとたばこは、いわゆる三級品と言われ

ている６つの種類は、結果として価格が上がるとい

うふうになるのでしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 来年から４年間かけて段階的

にたばこ税そのものは上がっていきますので、その

部分が価格に転嫁されて、結果的には小売価格は上

がるものと予想されます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、市に入るたばこ税の収入はそのまま、た

ばこをやめる人がいなければ、市に入るたばこ税は

ふえるというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 おっしゃるとおりで、この６

銘柄にかかるたばこの本数が減らない限りは、たば

こ税が４年間かけて、この６銘柄に関する税額分に

ついては約倍になるということに、単純にはそうい

う計算になります。 

○松浦敏司委員 その辺確認できました。というこ

とで、議案第９号については一部を、マイナンバー

の部分については賛同できないということを表明し

たいと思います。 

○工藤英治委員 ７番の「各申請等」に「法律に規

定する個人番号又は法人番号」を追加する。 

 これは、番号を入れなかったら絶対に発行しない

ということですか。 

○児玉卓巳税務課長 ７点目の改正につきましては

納税をされる方からの届け出の書類に記載していた

だく事項の追加なのですけれども、現在、仮にマイ

ナンバーを記入しないで提出された場合について

も、書類の受け取りはしますし、それに対する罰則

規定はございません。 

○工藤英治委員 ナンバーを書かなかったからとい

っても発行はされるということですか。 
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○児玉卓巳税務課長 ７番の規定は、行政庁に出し

ていただく書類に記載するということの追加ですの

で、例えば市役所から何かを発行する際のマイナン

バーを規定するというものではないのです。 

○工藤英治委員 申請するときに番号を書きなさい

ということでしょうか。 

 その番号を書かなかった場合、受理されますか。 

○児玉卓巳税務課長 申請書類に番号の記載がなく

ても受理をいたします。 

○工藤英治委員 それからもう１つ、例えば本人が

行けない場合、ルールは今までと同じルールでいい

のですか。 

○児玉卓巳税務課長 本人が来られなく代理の方が

来られる場合は、代理人の方の本人確認ができる書

類、そして本人からの委任状、そして本人の本人確

認ができる書類とマイナンバーが確認できる書類、

それらが手続としては必要になってまいります。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

松浦委員のほうから７番の項目に対して反対とい

うことですので、議案第９号全体について反対とい

うことで、他の皆さんは賛成ということでよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは議案第９号網走市税条例の一部を改正す

る条例制定については、大方の賛成者をもって原案

可決すべきものと決定をいたします。よろしいです

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○渡部眞美委員長 続きまして議案第10号網走市都

市計画税条例の一部を改正する条例制定について説

明を求めます。 

○児玉卓巳税務課長 議案第10号網走市都市計画税

条例の一部を改正する条例制定について、御説明を

申し上げます。 

 議案資料65ページ資料５号をごらんいただきたい

と存じます。 

 初めに、改正の趣旨でございますが、地方税法等

の改正に伴い、市条例の関係部分について、所要の

改正を行おうとするものでございます。 

 改正内容でございますが、１点目は都市計画税の

わがまち特例として都市再生特別措置法に規定する

公共施設等のように供する管区について、課税標準

の特例措置の割合を定めようとするものでございま

す。２点目は地方税法の一部改正による条項の整理

であります。本条例の施行期日及び経過措置につき

ましては、資料65ページに記載のとおりでございま

す。 

 以上でございます。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 この条例改正ですが、これに対象

となるものは当市にはあるのでしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 対象となる施設はございませ

ん。 

○松浦敏司委員 ないけれども、地方税法の改正に

よって、付け加えなければならないということで提

案していると、こういうことで押さえてよろしいで

すか。 

○児玉卓巳税務課長 現時点ではございませんけれ

ども、将来的にはという可能性もありますので、地

方税法に沿って規定しております。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議案第10号網走市都市計画税条例の一部を改正す

る条例制定について全会一致をもって原案可決すべ

きものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定させていただきます。 

 

○渡部眞美委員長 続きまして、議案第12号網走市

営牧野条例の一部を改正する条例制定について説明

を求めます。 

○川合正人農政課長 議案第12号網走市営牧野条例

の一部を改正する条例制定につきまして、御説明申

し上げます。 

 議案資料73ページから74ページの資料７号ごらん

願います。 

 改正の趣旨につきましては、市営美岬牧場の市外

利用者にかかる利用料金について、平成23年３月に

締結しました定住自立圏の形成に関する協定に基づ

き、同行政を締結した市町村を適用除外しようする

ものであります。 

 内容につきましては、網走市民以外が保有する家

畜の利用料金についての規定を追加することとし、

あわせて定住自立圏の形成に関する協定を締結して

いる市町村は除くものと規定するものであります。 

 なお、この条例の施行期日は平成28年４月１日よ

り施行しようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。 
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○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 平成23年に定住自立圏が結ばれて

いるということで、それから４年経っているという

ことですが、なぜ今の時期なのかなと。もっと早く

に大空町を除外するというふうなことがあってもい

いのではないかと思うのですが、その辺の事情はど

のようなことでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 大空町では３年に１度の

各施設の使用料の手数料の見直しを行うということ

で、それが本年になっているのですけれども、その

際に、これまでの懸案事項であった公共施設料金の

使用料・手数料等のフラット化ということを検討し

たいということで、お話いただきました。 

 その際に、網走市の公共施設で市外料金を設けて

いる施設がないかということを庁内で調査をしたの

ですけれども、その際に市外料金を設定されていた

のがこの施設だということで、この施設を市外料金

をなくすということでしたいと思っております。 

 大空町の施設のほうでも、12月議会のほうで条例

改正をするということでお聞きしておりまして、大

空町の施設がかなり町民外料金があったのですけれ

ども、その料金をなくすという方向で各種施設、21

施設ほど町民外料金をなくすということで伺ってお

ります。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

無いようですので、議案第12号網走市営牧野条例

の一部を改正する条例制定について、全会一致をも

って原案可決すべきものと決定してよろしいでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定させていただきます。 

 

○渡部眞美委員長 続きまして、議案第13号市道の

路線認定及び廃止について説明を求めます。 

○高橋勉土木管理課長 議案資料75ページ、資料８

号をお開きください。 

 議案第13号市道の路線認定及び廃止について、御

説明いたします。 

 認定する路線は、平和停車場線及び台町大通東線

の２路線で、廃止する路線は平和停車場線一路線で

路線の延長、敷地、幅員等は記載のとおりでござい

ます。 

 認定廃止の理由でございますが、路線番号９平和

停車場線は一部の未活用区間を廃止し、再認定する

ものです。 

 また、路線番号702台町大通東線は津波避難路と

して整備される階段を歩行者専用道路として新たに

市道認定するものです。 

 次ページ以降には、市道認定廃止路線の位置図を

添付しておりますので御参照願います。 

 説明は以上です。 

○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

無いようですので、議案第13号市道の路線認定及

び廃止について、全会一致をもって原案可決すべき

ものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定をさせていただきます。 

 請願審査に入るのですが、農政課長が退席のた

め、ここで暫時休憩をいたします。 

               午後１時35分休憩 

               午後１時36分再開 

○渡部眞美委員長 再開いたします。 

それでは、請願１件、陳情３件について審査に入

りたいと思いますが、最初に継続案件の陳情第４号

につきまして、12月４日、取り下げ願いが提出され

ていますので、委員会として、陳情第４号につい

て、取り下げ願いを承認してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

陳情第４号については、安保関連法案の廃案を求

める意見書提出の陳情については、取り下げ願いを

受理したということを決定させていただきます。 

 

○渡部眞美委員長 では、請願第７号安保関連法

（戦争法）の強行採決に厳しく抗議し、廃止を求め

る意見書の提出を求める請願について審査に入りた

いと思います。 

○松浦敏司委員 この安保関連法案は請願前文にあ

りますように、９月19日に強行採決がなされたとい

うことであります。 

 この関連法については、憲法学者の９割以上が違

憲だというふうに言っていますし、日弁連も違憲だ

と言っていると。それから歴代の内閣法制局長官も

数名、違憲だと言っておりますし、最高裁判所の判

事、あるいは中には最高裁判所の長官も違憲だとい

うようなことも言っていると。 

 今なお６割を超える国民は、この法律には反対し
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ているということであります。 

 言うまでもなく、国際的に今アメリカも含めてイ

スラム国との戦いということで、イギリスやあるい

はフランスそういった国々もテロに対しては空爆で

答えるというようなことで、泥沼化しているという

ような状況に今なっていっていると、そんなときに

この法律が施行され、この前文にもありますよう

に、現実の脅威というものが、南スーダンへ派遣さ

れている自衛隊が駆けつけ警護を始めることになり

うるというような状況。これまで70年間、我々日本

国民は戦争をしないとして、殺し殺されることがな

かったということであったのが、今回のこの法律に

よってその脅威が出てきたということだというふう

に思います。 

 中東の専門家なども発言していますけれども、軍

事力でこのテロリストを排除することはあり得ない

というふうに言われているように、今、安倍首相が

やろうとしているこの戦争法というのは、まさにそ

ういったテロリストたちに対しても非常に刺激を与

えるような中身になっているというふうに思います

ので、この安保関連法案の強行採決に抗議して、そ

してこの法律を廃止してくれということなので、ぜ

ひこの請願は採択すべきだと思います。 

○工藤英治委員 日本国憲法と照らし合わせて、今

松浦委員の言われたことは、大変重たいものと受け

止めざるを得ないところでございます。 

 しかし今、世界の流れの中で力の付近とそういっ

たことを含めて、日本の今置かれている現状、例え

ばサンゴの密漁がございました。そして東シナ海の

漁場の問題。そのほかの問題もございます。また南

シナ海においての問題も日本にとっては、大変憂慮

すべきような状況が進んでいるのも現実でございま

す。 

 決して日本人は戦前の浮かされたような、行け行

けどんどんの中に国民は参加した。その反省のもと

に立っていると思います。 

 しかし、だからといって、今の世界の現状の流れ

の中で、何年か前お金だけを出して大変批判された

時期もございます。そんな流れの中で最低限日本が

世界の平和のために寄与することで、妥協しうる最

低限の法案と私たちは思っております。 

 決して戦争法案という形ではないと踏ん張ってい

るものと私たちは思っておりますので、この請願７

号に対しては賛成しかねます。 

○佐々木玲子委員 私もこの請願に関してはいろい

ろ思いというものは確かにある。まだ国民の理解が

不十分だということは、私もこれまでも申し上げて

きました。そういうところでは、これからまだまだ

説明はしていかなければならないだろうと。しか

し、この安保法案については、一部の野党やマスコ

ミが主張しているような、いわゆる戦争法というこ

とではなくて、むしろその逆で、戦争を起こさせな

いための法制だと理解をしております。 

 そしてこの法制の目的は、かつてとは異なり、社

会情勢、また安全保障環境の中、非常に厳しさをま

しております。 

 そういう意味で、日本と国際社会の平和と安全を

守ることにあるわけです。 

 そういうことで、平和憲法の精神を守って、専守

防衛を堅持する形で、今回のこの安全法制というの

はまとまったと思っておりますので、これからも自

衛隊の活動がむやみに拡大しないよう歯止めをしっ

かりかけていけるものとしっかり理解をしておりま

すので、今回のこの請願に関しては賛成をしかねま

す。不採択と考えています。 

○渡部眞美委員長 他の委員の皆さんの御意見をお

伺いしたいと思います。 

○川原田英世委員 松浦委員のほうからいろいろと

話しあったとおりだと私は考えておりまして、説明

不十分が８割を超えているということは明確であり

ます。 

 何よりも国民が理解されてないものが強行採決さ

れたということ、それ自体が非常に大きな問題であ

るというふうに私は考えておりますので、この請願

は通すべきだというふうに考えております。 

○渡部眞美委員長 志誠会の皆さんは工藤委員の御

意見と同じということでよろしいですか。 

 今それぞれの会派、もしくは委員の皆さんから意

見をいただいたところですけれども、それに対して

何か委員間の中でございますか。 

○松浦敏司委員 委員間で討論したいというふうに

思うのですが、先ほど工藤委員のほうから南シナ海

や東シナ海の話もございました。 

 ただ、今、安倍内閣がこの安保関連法の中で考え

ているのは、そこを想定しているのではないので

す。いろいろな言い方をしていますが、結局のとこ

ろ先ほども言いましたけれども、今一番の問題にな

るのは、南スーダンに行っている自衛隊の人たち

は、この法律に基づいて、先ほども言いましたけれ

ど、駆けつけ警護という形で、米軍と一緒に戦闘地
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域のすぐ側というふうに、後方という言い方をして

いるけれども、事実上戦闘地域なわけです。 

 そこにまずこの法律の目的というのは、そういっ

た地域を指しているのです。決して中国の脅威と

か、あるいは北朝鮮の脅威と言ったもので、この法

律ができているわけではないということは明らかな

ので、そういう意味では、先ほど工藤委員から言わ

れたような、そういう意味での安全、安保関連法で

はないというふうに私は思っているのですが、その

辺での認識は違うのではないかと思うのですがいか

がでしょうか。 

○工藤英治委員 それぞれの思惑あるかと思います

けれども、全部を言い切れるかといったら、国会で

も何カ月もかけてやっても、みんなが同意できるも

のが出るわけではなかったと同じように、ここで今

何分間、松浦委員と議論しても、お互い納得する答

えはでないかと思いますけれども、戦前やはり日英

同盟、この解除において、いろいろなことがありま

すけれども、日英同盟を破棄したことによって、日

本が戦争に突入した事実は大きいと思います。 

 今、一国で世界の平和を守れる、そういう時代じ

ゃないということ。それにはやはり日米同盟をしっ

かりと認識した上で、私たちは行動していくべきと

思っております。 

 その中の１行、１ページだと思っております。 

○渡部眞美委員長 ほかに御意見はよろしいです

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、請願第７号安保関連法（戦争法）の強

行採決に厳しく抗議し、廃止を求める意見書の提出

を求める請願については、意見の一致を見ないた

め、閉会中継続審査とすることを報告いたします

が、それでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように報告させていただきます。 

 

○渡部眞美委員長 続きまして、陳情第９号ＴＰＰ

大筋合意の撤回を求める意見書提出に係る陳情につ

いて、審査に入りたいと思います。 

○川原田英世委員 意見書にあるとおりですが、国

会で決議されたものに対して、今回示された大筋合

意は残念ながら、その国会決議を守られたといいが

たい状況であったと思います。 

 ＴＰＰに関してはさまざまな考え方、御意見等が

あるのだとは思いますが、事前に国会で大筋合意さ

れる前に、実際に決議があったものに対して、それ

が守らなかったということは言語道断であり、この

意見書を出すのは当然のことだと言うふうに考えて

おります。 

○渡部眞美委員長 他の委員の方。 

○松浦敏司委員 私どもは今回のＴＰＰの大筋合意

というのは、国会決議を明らかに違反するものだと

思います。 

 重要５品目については、言うまでもなく、引き続

き再生可能となるよう除外または再協議の対象とす

ること。10年を超える期間をかけた段階的な関税撤

廃も含め、認めないことと、このように明確に言っ

ているのです。 

 さらに重要なのは、濫訴防止策等を含まない。国

の主権を損なうようなＩＳＤ条項、これは合意しな

いことと言いますが、これにも合意しているという

ことで、そしてこの15品目以外にも相当数、当初予

定していたよりもこの大筋合意の中で品目がたくさ

ん入っているということで、明らかにこれは国会決

議違反だというふうに思いますので、陳情９号につ

いては、特にこのオホーツク管内というのは畑作３

品ということで、その３品の１品でも崩れると輪作

体系がとれなくなるという重要な問題を抱えていま

すので、そういう点でも、これはオール網走の声と

して、ＴＰＰこれまでもこういった請願陳情には議

会として意見書を上げていますように、今回につい

てもぜひ上げるべきだと思います。 

○佐々木玲子委員 これに関しましては、ちょっと

文言の表現に違和感を感じるところがなくはないの

ですが、本当にＴＰＰの問題としては、北海道そし

て網走にとっては重要なことですので、この意見書

には賛成したいと思います。 

○立崎聡一委員 この陳情についてですけれども、

まず、過去からずっと私たちがとってきた姿勢とい

うのは、一応ＴＰＰの反対ということで、形をとっ

てまいりました。 

 一応うちの会派としても、ここはやはりそこを通

すべきであろうということで、賛成という立場で述

べさせていただきたいなというふうに思いました。 

○渡部眞美委員長 各会派の皆さんから採択すべき

という意見で一致をしましたので、この陳情第９号

ＴＰＰ大筋合意の撤回を求める意見書提出に係る陳

情については、全会一致をもって採択すべきものと

して決定をしたいと思いますよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 そのように決定をいたします。 

 意見書についてですが、次の陳情第10号を審査し

た後に、休憩をとって確認をしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○渡部眞美委員長 続きまして、陳情第10号沖縄の

米軍普天間飛行場代替施設建築の早期実現、沖縄米

軍基地の整理縮小及び負担軽減を求める意見書の採

択を求める陳情について、審査をしてまいりたいと

思います。 

○松浦敏司委員 この陳情を読ませていただいて驚

きです。 

 特に３のところで「移設に反対する立場の一部区

民の声を報道し」というようなことであります。し

かし本当にそうかと。この間の沖縄の昨年の10月の

知事選挙、そして昨年の12月の総選挙、ここでいわ

ゆる辺野古に移設するというのに反対の知事、反対

の衆議院の候補者が全員当選するということ。これ

は明確に意思があらわれているというふうに思いま

す。 

 普天間の飛行場は確かに世界で一番危険な飛行場

と言われています。であるならば、なぜそこを撤退

しないのかと。なぜ新しい基地がない限り、その普

天間の基地を除去しないのか、これ全くおかしな話

です。 

 よその国の土地を強制的に取り上げた普天間の基

地を危険だからそこをやめると言うならば、新たな

空港を求めるなどということはあってはならない。 

 そういう意味で、辺野古を移設するというのは、

結局のところ新たな軍事基地を、それも200年以上

も耐えられるような基地をつくって、その基地の拡

大にしかならないというふうな状況からすると、こ

の陳情の中身は明らかに違っているという点で私は

これは不採択、採択すべきでないというふうに思い

ます。 

○渡部眞美委員長 他の委員の皆さんはいかがでし

ょうか。 

○佐々木玲子委員 松浦委員は賛成できないという

御意見でしたけれども、私は改めてこの陳情の全文

と陳情の理由を読みまして、本当にそのとおりだな

と、本当にこの、例えば今松浦委員がおっしゃった

「移設に反対する立場の一部区民の声を報道し」と

これは本当に反対の立場の人たちばかりがクローズ

アップされていて、ほかの方たちがどう思っている

かということを報道されてないということは、本当

に報道の片手落ちだなと思いまして、実際に反対で

はない人の声もあるということも伺っていますし、

実は今の翁長知事も県議時代には賛成の立場だった

ということも伺っております。 

 そういう意味で、この陳情の理由というところを

読みますと切実な思いが網羅されているなと思いま

すので、私はぜひ採択すべきだと思っております。 

○渡部眞美委員長 ただいま松浦委員のほうから不

採択、佐々木委員のほうからは採択すべきという御

意見が出たところでございますが、他の会派の皆さ

んの御意見はいかがでしょうか。 

○工藤英治委員 本当に沖縄の人たちには大変な御

苦労の時代をずっと与えてきて、沖縄だけが我慢す

れば日本が平和になる。決してそれは沖縄に甘える

ことなく、私たちは考えていかなければならないと

思います。 

 しかるに私たちが平和を享受するにはさらに多く

の平和を沖縄の人たちに与えなければならない。 

 しかし、今の国情を考えるとき、本当にギリギリ

の中で名護市議会の方々が決断なさったことに対し

て、私たちは感謝の意を持ちながら、この請願に関

してはなんとか通していただけたらと思います。 

○川原田英世委員 先ほどからお話に上がっている

ように、オール沖縄県民全てが辺野古先移転に反対

しているかのような歪んだ報道等あるのですが、両

方の意見があってしかり、当然なわけでありまし

て、またこの陳情の頭分ですが、米軍基地の整理縮

小、もちろん負担軽減を求めるということで賛同で

きるのですが、その前の同列で並んでしまっている

代替施設の早期実現。沖縄の普天間飛行場代替施設

建設の早期実現。これはどうも私の中では同時に並

んでしまっている時点で、これは通すということに

はならないのではないのかなというふうに思いま

す。 

 沖縄の中で、もちろんいろいろな声がある中で、

この網走の議会としてそれを発信するよりも、しっ

かりともう少しこちらで議論して、しっかりと沖縄

をサポートできるような意見を上げるべきだと思い

ますので、この内容で上げるべきではないのかなと

いうふうに考えます。 

○渡部眞美委員長 各会派のみなさん、各会派ごと

に同じ意見ですね。 

それでは陳情第10号につきましては、意見の一致

を見ないため、継続審査とすることに決定してよろ

しいでしょうか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのようにさせていただきます。 

 先ほどの陳情第９号についての意見書ができてお

りますので、今配付をしていただきたいと思いま

す。 

 暫時休憩いたします。 

               午後１時59分休憩 

               午後２時00分再開 

○渡部眞美委員長 それでは再開いたします。 

 ただいまお手元に先ほどの陳情第９号ＴＰＰ大筋

合意の撤回を求める意見書案につきまして、お手元

に御配付のとおりでありますが、これを本会議に上

程することでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではそのように決定をさせていただきます。 

 以上で請願及び陳情についての審査を終了いたし

ます。 

 次に17番のその他でございますが、理事者側から

2016網走の冬季イベントについての発言がございま

すので、ここで理事者入れかえのため暫時休憩をし

たいと思います。 

               午後２時01分休憩 

               午後２時09分再開 

○渡部眞美委員長 それでは再開をいたします。 

 お手元に資料が配付されておりますので、2016網

走の冬季イベントについて、理事者より説明を求め

たいと思います。 

○伊倉直樹観光課長 2016網走冬季イベントについ

てですが、過日開催されました各イベントの実行委

員会で決定した内容につきましてお手元の資料に基

づき説明をいたします。 

 初めに、流氷まつりの関係でございます。 

 資料１をごらんください。 

 第51回網走オホーツク流氷まつりについてです

が、流氷まつりについてはメイン雪像の製作体制に

ついて変更になりますことから、その部分を中心に

説明をいたします。 

 網走オホーツク流氷まつりにつきましては、こと

し２月半世紀第50回という大きな節目を迎え、これ

までで最大規模のメイン雪像の製作やプロジェクシ

ョンマッピング、記念花火などにより多くの来場者

が集う記念イベントとして盛り上がりを見せ成功の

うちに終了できたと思っております。 

 そんな中、長年メイン像のデザイン、制作指導に

尽力された井上利則さんと製作を担っていただいた

塩川建設が第50回という節目を機に勇退をされたこ

とで、メイン雪像の製作について実行委員長等と協

議を重ねてきたところでございます。 

 種々調整を重ねた結果、第51回からは以前メイン

雪像の製作やデザインに携わった経験を持つ網走市

立美術館の古道谷館長にデザインと総指揮を担って

もらうとともに、製作については株式会社タナカに

担っていただき、新たなスタートを切ることとなり

ました。 

 今回のデザインは、博物館網走監獄が保存公開し

ている旧網走刑務所建築物、２群８棟を含む10件の

建造物が国の重要文化財に指定されることもあり、

網走刑務所をモチーフにしたものに決定したところ

でございます。 

 メイン雪像につきましては、資料に記載のとおり

ですが、今回は形状を見直し、レリーフ調に仕上げ

る予定をしております。 

 詳細は資料に記載のとおりでございますが、この

ほか一般政策団体の雪像や氷像、各種イベントは従

前どおり行う予定をしております。 

 なお、期間中のアトラクションなどにつきまして

は、今後新たな展開など工夫をしながら集客に努め

てまいりたいというふうに考えております。 

 次に、あったか網走の関係です。 

 資料２をごらんいただきたいと存じます。 

 平成12年から網走湖及び呼人浦キャンプ場を会場

として冬季ロングランイベント、北の新大陸発見あ

ったか網走が開催されてきましたが、実行委員会で

の検討の結果、時季のイベントにつきましては場所

内容を見直して開催することとなりました。 

 イベントの名称があったか網走流氷絶景スライダ

ー、開催期間は年明け１月30日～３月13日までの44

日間を予定していますが、状況によってはプレオー

プンや期間前の終了も考えております。開催場所は

天都山展望台・オホーツク流氷館の敷地内です。内

容は、オホーツク海を埋める流氷と知床連山という

ダイナミックな絶景を見ながら、全長60メートルの

巨大滑り台をチューブで滑走するとともに、２レー

ンの氷の滑り台、馬そりを中心としたアクティビテ

ィ、週末などのイベントの開催、写真スポットとし

て巨大雪だるまやかまくらを設置するものでござい

ます。会場図は次のページに概略を示しております

が、滑り台系は建物の海側にある法面を利用し、馬

そりは網走湖側通路と旧流氷館跡地の絶景ポイント

を周遊するコースを予定しています。 
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 事業の運営についてですが、会場設営とイベント

管理はオホーツク流氷館を運営している株式会社網

走観光振興公社へ。馬そりについては、これまで同

様、澤口さんにお願いすることにしております。 

 イベントの概要については以上でございますが、

引き続きましてこれまでのイベントの内容から変更

に至った実行委員会での経過を御説明申し上げま

す。 

 前段でお話ししましたが、北の新大陸型あったか

網走は実行委員会の主催により、平成12年からスノ

ーモービルなどのアクティビティ、湖上イルミネー

ションなどを中心に開催されてきましたが、近年旅

行客ニーズなどの環境変化や他エリアでの類似イベ

ントの開催などにより、イベントの総体的な魅力が

低下してきているとともに、パッケージ旅行で移動

される旅行客のホテルへの到着が遅くなる傾向にも

あり、夜も含め集客状況は減少してまいりました。 

 またここ数年は、湖面結氷の遅れによる開催期間

の短縮。結氷後の湖面状態の悪化に加え、頻発する

暴風雪。特に今年２月の開催においては、週末ごと

の暴風雪により、事業収入が大幅に減少し、実行委

員会の財務状況は大幅な収支不足を起こす状況とな

りました。このほか、北網地域活性化協議会からの

助成金の終了などによる収入の減少に加え、開催費

用についても会場設営については大半で仮設工事が

あることから、固定費の占める割合が高く、近年の

状況から見てさらなる収支の悪化を招くことが十分

想定されることから、今後のあったか網走の継続の

有無、今後の展開、冬季ロングランイベントのあり

方について、前回の北の新大陸発見あったか網走終

了後、実行委員長等と私ども事務局で十分な協議を

進めてまいりました。協議の中の論点としまして

は、冬季のロングランイベントは冬季観光の選択肢

を確保するためにも一定のイベントについては、必

要であるという認識のもと、収支不足を繰り越した

上で収支の均衡を保つためにはどのようなイベント

開催がよいのかという議論がありました。 

 その中では、網走湖上で夜間イベントを廃止する

見直し案や大曲湖畔園地でのイベント開催、交付金

を活用した新たな事業展開など、さまざまな角度か

らシミュレーションを行い、検討してきましたが、

総合的に検証し判断した結果、今シーズンのあった

か網走についてはオホーツク流氷館敷地内での氷の

滑り台やタイヤのチュービングで天都山のにぎわい

創出を図ることが妥当であるということで、12月２

日の実行委員会総会で決定したところでございま

す。 

 以上が今季の事業の経過でありますが、外国人旅

行者の伸びが見込まれるなど、環境の変化に対応し

た冬季ロングランイベントの抜本的なあり方につい

ても今季の開催状況を見据えながら実行委員会とし

て検討していくことになっております。 

 以上で終わります。 

○渡部眞美委員長 今御説明いただきました冬のイ

ベントについてということでございますが、質疑ご

ざいますか。 

○佐々木玲子委員 ささいなことかもしれません

が、今まで国道沿いで網走湖の縁でやっていた時は

夜もライトアップをしていて、あそこを通るときに

非常に景観が綺麗で評判もよかったかと思うので

す。たしかバルーンも土曜日とか、花火とかもやっ

ていました。それが今度は網走湖のところで見られ

なくなるというのが非常に残念な気がするのです

が、その辺はどのような検討をされたのでしょう

か。 

○伊倉直樹観光課長 今、お話のありましたよう

に、網走湖上のライトアップ、それから夜の熱気球

というのは湖畔に泊まるお客様を初め、道路を通る

方々に非常に目についていたということで、そこの

部分は残していきたいという議論もありました。 

 ただそこを維持するためには、経費が非常にかか

るということで、ここ数年の収支の悪化が、まずあ

るものですから、まずそこを見据えた中での事業展

開としては、今回はそこを見送らざるを得ないだろ

うということで、実行委員会の中での話は結論づけ

となりました。 

○松浦敏司委員 流氷まつりの関係ですが、メイン

像を見ると以前のメイン像よりも小さいのかなとい

うふうに思うのですが、その辺はどのようになるの

でしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 今回のメイン像につきまして

は、お話のありましたとおり、間口が横12.6メート

ルということです。従来のもの、第50回は記念とい

うことで大きくなったのですが、第49回をベースに

考えますと間口が25メートルということで、約半分

近くになるということになります。 

○松浦敏司委員 メイン像をつくる上でも大変です

し、関係者の御苦労はこれまで本当によく頑張って

やってきたというふうに思っています。 

 ただ不安なのは、メイン像が半分ぐらいになって
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しまうので、その点での、昨年が記念行事で相当イ

ンパクトがあったものですから、その差が大きいの

でどんな影響を与えるのかなというふうにぼんやり

とした不安感みたいなものを持っているのですがそ

の辺はどのようにお考えでしょうか。 

○田口桂観光部長 松浦委員お話のとおり、メイン

像につきましては、ごらんになっていただければわ

かるのですが、ステージについては従来どおりの幅

にすると。背景にあるメイン像についてはお話のと

おり、第49回から比べて小さくなっているというの

はそのとおりでございます。これに関しましては、

今回、第49回に向かっても少しずつ大きくなってい

って第50回が記念ですごく大きくなったという経過

もございまして、ただ、とは言ってもお客様はこと

しの２月のものと比べるので、やはり小さくなった

なという感じを持たれる方も心配をされるところで

あります。その部分につきましては、先ほど御説明

しました制作体制の変更により、やはり技術的な部

分というのもありまして、やはりスタッフが変わる

ことによって、本当にこれまでの塩川建設が長年培

って、ああいう技術を現場の方が磨いてつくられた

という部分もあり、それで制作体制が変わるときに

どれぐらいのところでできるのだろうという議論の

中からこのようなサイズになったというところでご

ざいます。なので、先ほども御説明しましたけれど

も、それはそういうマイナス面があるとすれば、ソ

フト面でのアクティビティなどの集客については、

やはり先ほどの説明のとおり工夫しながら新たなも

のを創出しながら集客については図っていかなけれ

ばいけないというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

○川原田英世委員 流氷まつりについてですが、第

50回でことし大規模に、プロジェクションマッピン

グを私も見ていましたが、人気があって人も集まっ

ていて、すごいなと思いながら見ていたのですが、

先ほどお話あったように今年とは違うなというとこ

ろでございますが、毎回検討されてきたのだと思う

のですが聞かせていただきたいのですが、開催場所

について、昔はおーおら号のターミナルがあちらに

あって、観光客の動線上にあるからというのがひと

つ、人が集まる要因でもあったかと思うのですが、

今もうそちらもなくなって、誘導しないと人が行か

ない場所に今の開催場所はなっていると思うのです

が、そのほかの場所を検討されたのかお聞かせいた

だきたいなと思います。 

○田口桂観光部長 開催場所について、今お話のと

おり、従来はおーろらの発着ターミナルが今で言う 

２埠頭にあり、２埠頭に着いて今の場所でやってい

るときに、おーろらに乗られたお客様がそこで何か

やっているということでの入り込みというのは確か

にかなりあったというふうに聞いております。今開

催場所についても、種々去年あたりから検討はされ

てはいるものの、なかなか適地というものがなく

て、一つは川筋をずっと海側に行った港湾の事業用

地があるのですが、そこで行えば、おーろらターミ

ナルの乗船所とも近くなるので、その動線としては

集客が多くなるのではないかという議論はありまし

た。ただ、その場所というのが港湾の事業用地なの

でテトラポットとか消波工の製品を存置していると

いう機能もまだ持っているところであるとともに、

下が土なのです。なので、そういった部分での製作

ですとか、それから溶けたときのお客様の足元の悪

さというのは、従前あそこに駐車場があったことが

あるのですが、あそこの駐車場から歩いてくると、

暖かくなったときは水たまりを含めて、ひどい状況

になっていたというところもありまして、なかなか

あそこをそのまま場所としては、今の場所と近い面

積なので場所としてはいいかなと思いますが、そこ

を開催可能にするためのインフラ整備などを考える

と、なかなかそうすぐに、あそこにはいというわけ

にはいかないというのもありまして、一方ではおー

ろらターミナルからの集客も考えるので、ことしあ

たりの実行委員会の中では、歩いてもそんなに距離

はないので、動線を確保して案内をきちんと看板で

して、シャトルバスもあるのですけれども歩いても

行けるという距離であることから、それらの案内看

板などの整備をきちっとして、おーろらターミナル

からの集客も目指すというような実行委員会の中で

の議論はあります。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 去年もこう見ていると、おーろら号が会場の前で

寄って見せるような仕組みもしています。そういう

ことをことしも続けていただきたいですし、動線を

作るというのもそうですね。私もかかわらせていた

だいてみていると、会場のサイズが広がり過ぎてい

て、人のにぎわいが密集したほうがあるのかなとい

うふうにも、プロジェクションマッピングのときに

人がたくさん集まるときもあれば、誰もいないよう

な閑散した時間帯もあったりするものですから、今
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後ですけれどもそういったところも含めて、場所も

含めて、よりよくなるようにこれからも検討続けて

いっていただきたいなと思います。 

○渡部眞美委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 この件につきましては終了いたしますが、その他

のその他で何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これをもちまして総務経済委員会を閉会いたしま

す。 

午後２時27分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


